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第１編 総論 

 第１章 計画の位置付け等 

  第１ 計画策定の背景と趣旨 

     高齢者、障害者、子どもを始め、市民の誰もがその住み慣れた地域で、憩いとや

すらぎのある人間らしい生活を送れるようにするためには、行政施策の充実ととも

に、地域住民自らが主体となる地域団体が、関係団体や行政機関と連携し、地域生

活課題を解決するための様々な取組を行っていくことが重要です。 

     このため、本市は、平成 16 年（2004 年）5 月に、「広島市地域福祉計画」を策定

し、住民主体による地域の生活課題の解決に向けた取組を促進するため、区役所が

中心となって区社会福祉協議会や公民館と連携し、各地域で行動計画（アクション

プラン）の策定や実践の取組が進むよう働き掛けを行ってきました。 

     平成 21年（2009年）6月には、この計画を改訂し、新規・拡充施策を追加すると

ともに、先進事例をモデルとした実践マニュアルを作成するなど、課題解決に向け

た取組が更に進むよう取り組んできました。 

     こうした中、本市においては、尐子高齢化、家族形態の変化、コミュニティ意識

の希薄化等が進むなど社会構造・経済環境が変容してきています。このような状況

に対応するため、限られた資源の中で、高齢者、障害者、子ども等の各分野の福祉

における持続可能性を高めるとともに、お互いに支え合う社会を実現することの重

要性に着目しつつ、「自助」「共助」「公助」の適切な組合せにより、地域福祉を再構

築することを目指して、平成 28年 2月に「広島型・福祉ビジョン」を策定しました。 

     また、昨今、地域住民や地域が抱える課題は、様々な分野の課題が絡み合って複

雑化したり、個人や世帯単位で複数分野の課題を抱え複合化したりしている状況が

みられる中で、国においても、平成 30年（2018年）4月に改正社会福祉法が施行さ

れ、これにより「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念が規定されるなど、市町

村による包括的な支援体制づくりが重視されるようになっています。 

     こうした「広島型・福祉ビジョン」の方向性や改正社会福祉法の趣旨等を踏まえ

つつ、これまでの取組の成果を生かしながら、地域福祉の再構築を通し、高齢者、

障害者、子どもなど全ての市民が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合い、

住民が住み慣れた地域で持続的に生活できる「地域共生社会」を実現するための具

体的な取組を、より一層、進めていくため、「広島市地域共生社会実現計画（広島市

地域福祉計画）」（以下「本計画」という。）を策定します。 

 

  第２ 計画の位置付け 

     本計画は、広島市基本構想に基づき策定する広島市基本計画の地域福祉に関する

部門計画と位置付けています。また、社会福祉法第 107 条に基づく市町村地域福祉

計画であり、本市における地域福祉の推進に関する事項として、地域における高齢

者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき

事項や地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項、包括的な支援
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体制の整備に関する事項などを一体的に定めるものです。 

 

（市町村地域福祉計画） 

第１０７条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に

定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとす

る。 

 一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共

通して取り組むべき事項 

 二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

 三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

 四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

 五 前条第１項各号（包括的な支援体制の整備）に掲げる事業を実施する場合には、

同項各号に掲げる事業に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじ

め、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努

めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び

評価を行うよう努めるとともに、必要があると認められるときは、当該市町村地域福

祉計画を変更するものとする。 

 

※参考（第１０７条第１項第５号関係） 

（包括的な支援体制の整備） 

第１０６条の３ 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通じ、地域住

民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、

地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努める

ものとする。 

 一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地

域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の

実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する

事業 

 二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要

な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求める

ことができる体制の整備に関する事業 

 三 生活困窮者自立支援法第 2条第 2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行

う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連

携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業 

２ （略） 
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  第３ 他の福祉分野の個別計画との関係 

     本市は、福祉分野の個別計画として、「広島市高齢者施策推進プラン」や「広島市

障害者計画」、「広島市子ども・子育て支援事業計画」等を策定しており、本計画は、

これらの福祉の各分野における共通的な事項を記載する上位計画として位置付ける

こととしています。 

 

  第４ 広島市社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」との関係 

     社会福祉法人広島市社会福祉協議会では、「地域福祉活動計画」として、「すべて

の人に居場所や役割があり、多様性を認め合い、支え合いのあるまちをつくろう。」

を基本理念に、平成 30年度（2018年度）から平成 32年度（2020年度）までを計画

期間とする、「民間の力で切り拓き、創る 地域福祉推進プラン（広島市社会福祉協

議会地域福祉推進第 8 次 3 か年計画）」を平成 30 年（2018 年）3 月に策定していま

す。 

     この計画では、住民・市民が目指す住民主体のまちの目標と、その目標を実現す

るための方策の提案を盛り込み、より多くの団体、住民・市民に、共に広島市の地

域福祉を推進していくことを呼び掛けています。 

     また、区社会福祉協議会も、それぞれ同じ期間を計画期間とする「区社会福祉協

議会地域福祉活動第 7 次 3 か年計画」を定め、地区社会福祉協議会の支援や、ボラ

ンティア団体、ＮＰＯとの連携・支援に取り組むこととしています。 

     「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」は、共に地域福祉の推進を目指す計画

である点は同じです。「地域福祉活動計画」は社会福祉協議会が中心となって住民組

織や福祉関係団体等と策定した民間の福祉計画であり、本市が策定する「地域福祉

計画」と相互に連携して地域生活課題の解決を目指していくものです。 

     なお、地区社会福祉協議会では、自分たちの活動を総合的・計画的に進めるため、

3 年～5 年を期間とする「小地域活動計画（福祉のまちづくりプラン）」を策定して

います。 

     本計画においても、本市は、おおむね小学校区を単位とする地域ごとに、地区社

会福祉協議会等の地域団体が「行動計画（アクションプラン）」を策定することを促

していきます。この「行動計画（アクションプラン）」は、地域住民自らが様々な活

動を通し行政との協働によって地域生活課題を解決していくための活動に関するも

のであり、解決すべき地域生活課題が共通であれば地区社会福祉協議会の「小地域

活動計画（福祉のまちづくりプラン）」と内容は同様のものとなります。この場合、

「小地域活動計画（福祉のまちづくりプラン）」は、本計画の「行動計画（アクショ

ンプラン）」としても位置付けられ、本計画を推進する役割を担うものとなります。 
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地域共生社会実現計画（地域福祉計画）と福祉分野の個別計画等との関係図 
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  第５ 圏域の考え方 

     地域福祉で取り組む課題には、問題を抱えていることを自ら発信できない人や発

信したくない人、気付いていない人の問題など、地域であっても見えにくいものも

多く、これらの問題をどのように見付けるかが重要です。さらに、発見した問題を

再び潜在化させないため、解決すべき課題として関係者で共有していくことも重要

です。 

     このため、地域福祉の活動はおのずとそのような問題が見えるような、小さな圏

域を単位として始められることになり、問題を発見するために必要となるお互いに

顔の見える環境づくりができるような圏域（次の図の第 1 圏域及び第 2 圏域）がお

のずと地域福祉活動の圏域の基礎となります。 

     さらに、小学校区の圏域では、地区社会福祉協議会を中心に、新・福祉のまちづ

くり総合推進事業や活動拠点づくり、福祉のまちづくりプランの策定・実践等の地

域福祉活動が進められており、この圏域は地域福祉を推進するに当たって基本とな

る圏域と考えられます。 

     中学校区の圏域では、地域包括支援センターを中心に、地域包括ケアシステムの

構築に向けた取組が進められており、今後は、この圏域において、地域包括支援セ

ンターを始めとした多機関が協働して、小学校区の圏域の中だけでは対応しがたい

課題を包括的に受け止められるような体制をつくっていくことが必要と考えられま

す。 

     このように、「地域」は、地域福祉に関する活動の内容や福祉サービスの内容など

によって、様々な枠組みがあることから、本計画においては、次の図のように段階

的なものとして「地域」の圏域を捉え、各圏域において構成される様々な主体がそ

れぞれの役割を果たしながら、相互に連携・協働していくことができるよう、重層

的かつ柔軟に圏域を捉えることとします。 
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重層的な圏域のイメージ図 
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障害者基幹相談支援センター、 
地域子育て支援センター、 
くらしサポートセンター、 

区社会福祉協議会 など 

公民館、地域包括支援

センター、中学校 など 

地域福祉推進の地区組織 

連合町内会・自治会、 
地区社会福祉協議会 など 

地区集会所、児童館、小学校 

など 

地元集会施設 
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 第２章 前計画（平成 21年 6月改訂）の振り返り 

  第１ 前計画策定当時の状況と課題 

     平成 21年 6月改訂の広島市地域福祉計画（以下「前計画」という。）においては、

策定当時の状況と課題について次のとおり整理していました。 

    ・ 市民の誰もが、住み慣れた地域で憩いとやすらぎのある人間らしい生活を送れ

るようにするためには、 

① 行政施策の充実 と 

② 地域住民自らが主体となり、地域団体や関係行政機関と連携し地域生活課

題を解決する取組を行っていくこと が重要です。 

    ・ ②のため、本市は、各地域で行動計画（アクションプラン）の策定や実践が進

むよう働き掛けてきました。 

    ・ これにより、一部の地域では、地域生活課題の解決に向けた住民の取組が活発

化してきましたが、次の課題も明らかになりました。 

     ・ 多くの住民が参加できる対話の機会が設けにくい 

     ・ 地域活動の担い手がなかなか育たない 

     ・ ＮＰＯ等の課題解決型の活動組織と連携を図りたい 

     ・ 行政の制度やサービスの情報をもっと知りたい 

     ・ サービスを必要としている人が潜在化し状況把握が難しい 

 

  第２ 前計画の取組状況 

     前計画については、次のとおり取組が行われていました。 

   １ 住民（市民活動）と行政の関係づくり 

     自助や共助の主体である地域住民と、公助の主体である行政とが相互に協力して

地域福祉を構築していくことが求められていました。 

     そのために必要となる相互の対話の場づくりについては、地域福祉計画の行動計

画（アクションプラン）の策定の過程において、地区社会福祉協議会と市との間で

対話・協議が行われていました。 

   ２ 地域の様々な活動主体のネットワークづくり 

     地区社会福祉協議会を中心として、町内会・自治会、民生委員・児童委員、老人

クラブ、子ども会、女性会、ＰＴＡなどが地域包括支援センターなどとも連携して、

高齢者地域見守りネットワークなど地域生活課題の解決に向けたネットワークを形

成しつつありました。 

   ３ 困ったときに困ったと言える環境づくり 

     困ったと言えるためには、打ち解けた人間関係が前提となるため、そのためのた

まり場として、ふれあい・いきいきサロンや認知症カフェ、介護予防拠点、子育て

オープンスペースの設置などの取組が進んでいました。 

     相談体制については、区役所厚生部の保健・医療・福祉総合相談窓口などを設置

して、その整備を行っていました。 



8 
 

     また、地域活動を通じた地域における問題の把握を促進するため、近隣ミニネッ

トワークなどによる見守り活動を促進するとともに、把握した生活課題を解決する

ために適切な機関につなぐためのネットワークを構築するため、地域包括支援セン

ター等において地域ケア会議の開催など、関係機関とのネットワークづくりが進ん

でいました。 

     さらに、誰もが地域で外出し活動できるようにするために、公共施設のバリアフ

リー化などの取組を進めているほか、認知症高齢者などが安心して暮らせるよう、

成年後見制度等の利用を促進していました。 

   ４ 困ったことに対応する活動づくり 

     住民が地域生活課題の解決に向けた活動に取り組むきっかけを提供するため、関

係する講習会等が行われるとともに、その活動を始める際の人材の紹介などが行わ

れていました。 

   ５ 活動を定着させるための環境づくり 

     地域生活課題の解決に向けて取り組む活動の担い手確保のため、体験学習の機会

の提供などが行われるとともに、その活動の質の向上に向けて情報提供が行われて

いました。 

     また、空き家等を活用した活動拠点の確保を支援するとともに、資金面での支援

も行っていました。 

   ６ 災害時要援護者の避難支援対策の推進 

     高齢者、障害者等で災害時に自力で避難することが困難な人を避難行動要支援者

として名簿を整備するとともに、避難行動要支援者のうち名簿情報の外部提供に係

る同意者リストの作成を行っていました。 

 

 第３章 計画改訂に当たっての課題 

  第１ 前計画の取組後に残された課題 

     前計画における取組を行ったものの、なお次の課題が残されています。 

   １ 住民（市民活動）と行政の関係づくり 

     地域住民と行政とが地域福祉に関し協議を行う場が常設されていないため、これ

を設置するなどして、「自助」「共助」「公助」を適切に組み合わせ、最適な地域福祉

を構築できるようにしていく必要があります。 

   ２ 地域の様々な活動主体のネットワークづくり 

     地区社会福祉協議会を中心として地域生活課題の解決に向けたネットワークが形

成されつつありますが、課題の複雑化・複合化等に対応し、より包括的な支援を行

えるようなネットワークとしていく必要があります。 

   ３ 困ったときに困ったと言える環境づくり 

     たまり場の設置や相談体制の整備、地域包括支援センターなどの相談支援機関に

よる支援ネットワークづくり等が進んでいますが、これらは、いずれも地域住民に

よる地域における問題の把握や地域生活課題の解決に向けた取組に必須のものであ
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るため、更なる拡大・充実が必要です。 

   ４ 困ったことに対応する活動づくり 

     地域生活課題の解決に向けた活動に取り組もうとしている地域住民は、まだ尐な

い状況です。また、更なる活動の啓発や支援に取り組む必要があります。 

   ５ 活動を定着させるための環境づくり 

     地域コミュニティ意識の希薄化により、町内会・自治会を始めとした地域団体の

加入率が低下し、担い手が不足することや、地域団体の役員等の固定化により特定

の人の負担が重くなることなどによって、要援護者等を支える力の低下が懸念され

るため、地域生活課題の解決に向けて取り組む担い手確保等のための施策を充実・

強化していく必要があります。 

   ６ 災害時要援護者の避難支援対策の推進 

     避難行動要支援者が地域で安心して暮らしていけるようにするため、引き続き、

対策を推進していく必要があります。 

 

  第２ 前計画策定後に新たに生じている課題 

     前計画策定後において、次のような課題が新たに生じています。 

   １ 地域生活課題の複雑化・複合化 

     昨今、地域生活課題について様々な分野の課題が絡み合って複雑化したり、個人

や世帯単位で複数分野の課題を抱え、複合的な支援を必要とするといった状況が見

られ、対象者ごとに「縦割り」で整備された公的な支援制度の下で、対応が困難な

ケースが浮き彫りとなっています。 

     例えば、晩婚化・晩産化等を背景に、介護と育児に同時に直面する世帯（いわゆ

る「ダブルケア」）の増加や、障害を持つ子と要介護の親の世帯への支援が課題とな

っています。 

     また、精神疾患患者や、がん患者、難病患者など、地域生活を送る上で、福祉分

野に加え、保健医療や就労などの分野にまたがって支援を必要とする方も増えてき

ています。 

   ２ 社会的孤立、制度の狭間等の問題 

     人々の暮らしにおいては、社会的孤立の問題や、制度が対象としないような身近

な生活課題（例：電球の交換、ごみ出し等）への支援の必要性の高まりといった課

題が顕在化しています。 

     また、軽度の認知症や精神障害が疑われ様々な問題を抱えているが公的支援制度

の受給要件を満たさない制度の狭間の問題も存在します。 

   ３ 高齢者や現役世代が地域活動に参画しやすい環境づくりの必要性 

     平均寿命・健康寿命が延び、比較的元気な高齢者の数が増大していく中で、団塊

の世代を始めとする、仕事を退職した後の高齢者に、相互に支え合うための役割を

果たしてもらうためには、地域活動に参画しやすい環境づくりが必要です。こうし

た人々が地域活動に参画することで住み慣れた地域で社会的役割を持つことは、よ
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り心豊かに生活することにもつながると考えられます。 

     また、現役世代についても、地域活動を通して企業での勤労とは別の心の豊かさ

を感じることに対する需要が高まっています。 

 

 第４章 課題への対応の方向性 

   計画改訂に当たって明らかとなった課題に対し、次のような方向性を持って対応する

こととします。 

  第１ 前計画の取組の拡大・充実 

     前計画の取組後に残された課題から明らかになったように、次に掲げる取組につ

いては、拡大・充実を図ります。 

   １ 「自助」「共助」「公助」の適切な組合せによる地域福祉の在り方について地域住

民が行政と協議できる場の設置 

   ２ 地域の活動主体の包括的な支援ネットワークの形成 

   ３ 困りごとを抱えた人が気軽に話せるたまり場の設置 

   ４ 相談支援機関の充実と機関相互のネットワークの形成 

   ５ 地域生活課題の解決に向けた活動の担い手の確保 

 

  第２ 地域福祉の再構築を通じた地域共生社会づくり 

     地域共生社会とは、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関

係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人

と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人一人の暮らしと

生きがい、地域を共に創っていく社会を目指すものとされています。 

     地域共生社会を形成していくため、「自助」「共助」「公助」を適切に組み合わせた

地域福祉の再構築を進めます。その際「共助」は、「自助」と「公助」をつなぐもの

として、重要な役割を果たします。 

     なお、この地域共生社会において、地域住民が「共助」の主体として地域生活課

題の解決に向けた活動に参画し何らかの貢献をすることで、人とのつながりが生ま

れ、やりがいや楽しさ、自己有用感を感じ、結果として生きがいを見いだす機会に

なると考えられます。 

 

  第３ 各福祉分野に共通した取組の推進 

     生活困窮者の自立支援や居住に課題を抱える人への支援、権利擁護、虐待への対

応など、各福祉分野に共通した課題に対して、各福祉分野の事業を連携して行うこ

とにより、それぞれの事業の効果や効率性、対象者の生活の質を一層高めることが

できるよう取組を進めます。 

 

  第４ 地域における包括的な支援体制づくり 

     地域生活課題の複雑化・複合化や社会的孤立、制度の狭間等の問題に対応してい
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くためには、地域住民等が「共助」の精神に立って、自らのこととして、地域にお

ける問題を把握し地域生活課題として解決を図ることが基本となります。しかしな

がら、地域住民等による努力だけでは十分な解決が図れない状況もあることを真摯

に受け止め、行政や専門機関など多機関の協働の下で解決を図る体制を整備するこ

とが必要となります。行政としては、必要となる人的・物的な支援やノウハウの提

供を図っていくために、保健師の地区担当制の導入などにより、地域コミュニティ

や関係団体と行政とが連携を強化する中で、実情に則した支援ができるよう体制全

体の強化に努めていきます。 

 

 第５章 計画期間 

   本計画の計画期間は、平成 31 年度（2019 年度）から新元号 5 年度（2023 年度）まで

の 5年間とします。 

 

 第６章 計画の推進 

   前計画の推進に当たっては、地区社会福祉協議会を中心に、各小学校区における地域

福祉に関する行動計画（アクションプラン）が策定されているところです。本計画の推

進に当たっては、この行動計画（アクションプラン）の改訂等の検討を働き掛けます。 

   その際、都市的な地域と中山間地域など、地域によって抱える課題が異なる状況にあ

るため、それぞれの地域特性に応じた行動計画（アクションプラン）の改訂が行われる

よう、市・区社会福祉協議会と連携して、その検討を支援します。 

   あわせて、地域共生社会の実現に向けて積極的に取り組んでいるモデル地域について、

各区役所において支援と検証を行い、得られたノウハウ等を他の地域に展開します。 

 

 第７章 基本理念 

   前計画における基本理念は、「高齢者、障害者、子どもをはじめ、市民の誰もが住み慣

れた地域で、憩いとやすらぎのある人間らしい生活を送れる地域社会の実現」としてい

ました。 

   本計画においても、「市民の誰もが住み慣れた地域で生活を送れる地域社会」という考

え方を引き継ぎながら、「支え合いによる地域福祉の再構築」を通じ、地域共生社会を実

現するという考え方を加えることとし、次のとおり、基本理念を定めます。 

 

  基本理念 

   市民の誰もが住み慣れた地域で、それぞれに役割を持ち、お互いに支え合い、心豊か

に暮らし続けることができる地域共生社会の実現 
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 第８章 取組の体系 

   基本理念の実現を、着実かつ確実に図っていくために、必要となる取組を次のように

体系的に展開します。 

  第１ 在宅生活を可能にする「公助」としての福祉サービスの整備 

   １ 在宅福祉サービスの充実・強化 

   ２ 福祉機器の活用の促進 

   ３ 福祉サービスを担う人材の確保・育成 

  第２ 地域で支え合う「共助」としての福祉コミュニティの構築 

   １ 支え合いの意識づくりと地域福祉活動への参画の促進 

   ２ 福祉コミュニティの拠点づくり等への支援 

   ３ 社会参加・交流の促進 

  第３ 地域住民等と支援関係機関による包括的な支援体制の構築 

   １ 地域住民等が地域における問題を把握し地域生活課題として解決を試みることが

できる環境等の整備 

   ２ 地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備 

   ３ 多機関の協働による包括的な相談支援体制の整備 

  第４ 民間との連携・協働による地域福祉の推進 

   １ 社会福祉法人による公益的活動の促進 

   ２ 民間企業等との協働による地域福祉活動の展開 

  第５ 安心して暮らすことができる生活環境の整備 

   １ 住宅・居住環境の整備 

   ２ 福祉のまちづくりの推進 

   ３ 権利擁護の推進 

   ４ 貧困の状況にある世帯への支援の充実 

   ５ 要支援者の避難支援等の推進 
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第２編 取組の内容 

  取組の内容は、次のとおりとします。 

特に、第１章及び第２章で示す「公助」「共助」の取組の確立・展開と、第３章で示す「自

助」を支える「共助」「公助」による包括的な支援体制の構築に重点的に取り組み、その全

市的な展開を図ることにします。 

 

 第１章 在宅生活を可能にする「公助」としての福祉サービスの整備 

  第１ 在宅福祉サービスの充実・強化 

    １ 介護保険による各種介護サービスの提供体制の充実や障害福祉サービスの更なる

基盤整備に努めるとともに、あんしん電話（緊急通報装置）や見守り配食サービス

（食事提供・安否確認）などの在宅生活を支援する公的サービスの充実に取り組み

ます。 

    ２ 障害福祉サービスを受けていた人が 65 歳になっても引き続き同じ事業所からサ

ービスを受けることができるよう、事業所が共生型サービス（介護保険のサービス

と障害福祉のサービスを一体的に提供するサービス）の指定を受けることを促進し

ます。 

    ３ 障害者総合支援法の改正に基づく新たなサービス「自立生活援助」や、65歳到達

により介護保険サービスを利用した際の利用者負担軽減による切れ目のない支援を

実施するとともに、精神保健福祉法の改正に基づき、措置入院者等の退院後の継続

した支援に努めるなど、包括的・総合的な生活支援の充実に努めます。 

    ４ 障害児支援については、児童発達支援や放課後等デイサービスなど、サービス利

用量が急速に増加している事業があることから、引き続きサービスの質の確保と提

供体制の強化に取り組みます。 

 

  第２ 福祉機器の活用の促進 

    １ 高齢者や障害者の在宅生活を支援するため、補装具費や日常生活用具の給付を行

います。 

    ２ 福祉用具購入・貸与について、利用者が適切な福祉用具を選択するために必要な

情報が入手できるような環境整備に取り組むとともに、企業の福祉用具の開発支援

を行います。 

    ３ 介護機器の導入は、身体的な負担の軽減により介護人材の定着及び人手不足の解

消につながり、ひいては質の高い介護サービスを安定して提供することにつながる

ものであるため、今後、介護サービス事業者によるこうした機器の導入について促

進する方策について、国・県の取組を踏まえながら検討します。 

 

  第３ 福祉サービスを担う人材の確保・育成 

    １ 医療・福祉の現場において、サービス等の量・質を確保するため、処遇改善や労

働環境整備の促進による、人材の確保と定着の支援に努めます。 
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    ２ 福祉サービスの質の確保と向上を図るため、職員や従事者への各種研修会を実施

します。 

    ３ 地域全体で保育・介護の仕事の魅力や社会的意義について理解を深め、保育・介

護人材に対する社会的評価を高めるための取組を進めます。 

    ４ 介護が必要な人が地域において安心して暮らしていけるよう生活支援などの体制

づくりを進めるとともに、介護の仕事に関心を持った介護職未経験者が就業しやす

くするための環境整備に取り組みます。 

 

 第２章 地域で支え合う「共助」としての福祉コミュニティの構築 

  第１ 支え合いの意識づくりと地域福祉活動への参画の促進 

    １ 住民の行動は、まずは関心を持つことから始まり、次いで行動しようと決意した

上で実践し、さらに行動を支える仲間の存在により定着するといわれていることか

ら、次の取組を行います。 

     ⑴ 困りごとの当事者の意見を聴くことや、体験学習、先駆的な実践例などの学び

は、関心・共感を得やすく、行動に結び付きやすいため、住民が地域活動を始め

るきっかけとなり得る公民館や社会福祉協議会等による講習会・研修会の開催を

進めます。 

     ⑵ 市社会福祉協議会が行う青尐年や企業を対象とした福祉教育・福祉体験講座の

開催を支援するなど、市民の高齢者への理解を促進します。 

     ⑶ 地区社会福祉協議会が進めている「小地域活動計画（福祉のまちづくりプラン）」

の策定は、住民意識を高め地域課題を共有する上で有効な取組であるため、市・

区社会福祉協議会と連携して、その策定・改訂を支援します。 

     ⑷ 地域活動の担い手となる人材の育成・確保を促進するため、区役所、公民館等

が、コミュニティリーダー（町内会・自治会、老人クラブ、子ども会等の各種地

域団体の長や役員など）の知識・技能の向上や若い層を中心としたサブリーダー

（コミュニティリーダーを支え、将来リーダーとなることを期待される人）の養

成、リーダー同士の交流を深めることなどに努めます。 

     ⑸ 活動する住民・市民（担い手）だけでなく、担い手の相談に乗り、担い手同士

をつないだり、担い手を的確な活動場所へとつなぐ「コーディネーター」の育成

が必要であるため、社会福祉協議会等の中間支援組織が育成の主導的な役割を果

たすことができるよう、必要な支援を行います。 

     ⑹ 地域包括支援センターがコーディネーターとなり、小学校区を基本として、民

生委員や地区社会福祉協議会、町内会・自治会、単位老人クラブといった様々な

活動主体の連携強化及び見守り活動情報の一元化・共有化を図ることができるネ

ットワークを構築する「高齢者地域支え合い事業」が行われているところであり、

その取組箇所数を増やし、見守り活動を基本に高齢者の活動・交流の場づくり、

生活支援サービスへのつなぎなど、共に支え合う地域づくりを推進します。 

     ⑺ まちづくり活動を続けていく上で、様々な困難に直面した場合は、区役所に設
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置している「まちづくり支援センター」や「まちづくり市民交流プラザ」におい

て、相談・助言を始め、まちづくり活動に関する幅広いサポートを行います。 

     ⑻ 高齢者に老人クラブ活動や広島市シニア大学等で役割を持ってもらったり、高

齢者いきいき活動ポイント事業を活用するなどして、高齢者の担い手を増やすこ

となどを始めとして、地域住民が活動に参加できる環境づくりに努めます。 

     ⑼ 地域特性を生かした個性豊かで魅力と活力のあるまちづくりを推進することを

目的に、区役所が設定したテーマに基づき、住民の主体的かつ継続的な活動など

を支援する「区の魅力と活力向上推進事業」に取り組みます。 

    ２ 活動を定着させていくためには、活動に関する情報が広く知られていることが必

要であることから、市民が情報を入手しやすい環境づくりが必要です。特に情報の

発信・入手については、ＩＣＴの積極的な活用が有効であることから、引き続き「ひ

ろしま情報ａ－ネット」において情報を提供するとともに、市社会福祉協議会のホ

ームページについて更なる充実を促すなど、ＩＣＴを積極的に活用できるような環

境づくりを進めます。 

    ３ 市民や活動の本拠地が市域内にある人が、団体などで市民活動を行う際の活動中

の事故による損害を補償する市民活動保険制度を運用します。 

    ４ 地域や企業においても介護が必要な人に接する機会の増加が見込まれることから、

介護が必要な人の特性を理解し、基礎的な介護・介助技術を習得した「ひろしま介

護サポーター」の養成に取り組みます。 

    ５ 介護従事者等を「認知症アドバイザー」として養成するとともに、アドバイザー

が講師となって、地域において認知症の人への理解者・支援者となる「認知症サポ

ーター」の養成等に取り組みます。 

    ６ 障害者差別解消に向けた相談体制の充実や、紛争の解決等のための障害者差別解

消条例（仮称）の制定について、検討を行います。 

    ７ 障害者権利条約や関連する法律についての周知を図り、障害者への意識啓発や、

広く市民や地域における普及と理解の促進に努めます。 

 

  第２ 福祉コミュニティの拠点づくり等への支援 

    １ 地域住民が活動や交流を行うためには、拠点を確保し、継続利用できることが必

要となることから、次の取組を行います。 

     ⑴ 地域住民の活動や交流のための場所を確保することを目的に、空き家や空き店

舗を活用し活動・交流の拠点を作る場合に、リフォーム費用等を補助するなど、

住民の活動や交流の拠点づくりを支援します。 

     ⑵ 地域のコミュニティづくりの拠点となる集会所について、住民組織が集会施設

の建設や改修等の工事を行う場合には、工事等に要する費用の一部を補助します。 

     ⑶ 公民館や福祉センターなど地域の公共施設を地域住民の福祉活動にとって使い

勝手が良い場所としていくため、引き続き柔軟な運営、管理上の規制緩和を行い

ます。 
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     ⑷ 高齢者いきいきサロンや認知症カフェ、介護予防拠点、子育てオープンスペー

スなど地域福祉活動の拠点について、一層拡大を図ります。 

     ⑸ ひとり親家庭等の生活の向上を図ることを目的に、子ども食堂などひとり親家

庭等の子どもの「居場所」をつくり、子ども達が気軽に集まれる場所を提供する

とともに、親同士の交流の場を設けます。 

    ２ 地域住民が活動を行うためには、運営のための経費負担が必要となることから、

次の取組を行います。 

     ⑴ 住民活動の運営力を強化する公的支援として、各種助成事業（ひと・まち広島

未来づくりファンド「Hm2（ふむふむ）」、区の魅力と活力向上推進事業、“まるご

と元気”地域コミュニティ活性化補助事業等）を行い、住民の活動を資金面で支

援します。 

     ⑵ 住民活動の運営を安定的かつ持続的に行っていくためには、自主財源の確保が

必要となることから、住民と企業等が主体となり、地域の公共財なども活用しな

がら持続的なまちづくりを推進する「エリアマネジメント」の手法の浸透を図り

ます。 

 

  第３ 社会参加・交流の促進 

    １ 高齢者や障害者、子育て世帯等が孤立しないよう社会参加・交流の促進を図るた

めに、次の取組を行います。 

     ⑴ 高齢者同士や高齢者と地域住民との触れ合いや交流の場であるサロンの設置・

運営を促進します。また、高齢者が気軽に通える身近な場所に、地域に開かれた

住民運営の介護予防拠点の整備を促進するとともに、その運営を支援します。 

     ⑵ 認知症の人と家族、専門職、地域住民等が気軽に集い、相談・交流などができ

る認知症カフェの活動の普及・定着を図ります。 

     ⑶ 高齢者の社会参加を的確かつ効果的に促進するとともに、地域団体の活動の活

性化や充実につながることも視野に入れながら、高齢者いきいき活動ポイント事

業を充実します。 

     ⑷ 地域における行事等への障害者の参加の機会を増やす取組について検討し、住

み慣れた地域等で、地域でのつながりのある安心した生活ができるよう支援しま

す。 

     ⑸ 常設子育てオープンスペースの開設を進め、親子の交流や親同士の情報交換の

機会を提供するとともに、利用者のニーズに対応できるよう一時預かり等の新た

な機能の付加を検討します。また、常設子育てオープンスペースから地域に出向

いて子育てオープンスペース（出張ひろば）を開設する取組を検討します。 

     ⑹ 地域の子育てオープンスペースの活動が活性化するよう、担い手の養成や地域

団体等によるネットワークづくりなどの支援策を充実します。また、地域子育て

支援センターによる子育ての情報提供や地域の子育てオープンスペースへの助言

等の実施により、地域の子育て力の向上を支援します。 



17 
 

     ⑺ 幼稚園や保育園を、地域の就学前の子どもを持つ保護者が気軽に子育て相談等

ができる場所として開放します。また、児童館を地域の子育て支援やコミュニテ

ィ振興に役立てるため、地域に積極的に開放し利用を促進します。 

     ⑻ 高齢者、障害者、子ども等への支援の拠点について、地域住民等がその垣根を

越えて活動し、相互交流できる体制を整えます。 

    ２ 社会福祉協議会や協同労働推進団体等の中間支援組織のリーダーシップにより、

地縁組織とＮＰＯ等との連携や、民間の活動主体同士のつながりが図れるよう支援

します。 

    ３ ＮＰＯ法人等による福祉有償運送により障害者等の移動手段を確保します。また、

公共交通サービスが行き届いていない郊外の住宅団地などの居住者の生活交通を確

保するため、地域主体の乗合タクシー等の導入・運行に対して支援します。 

 

 第３章 地域住民等と支援関係機関による包括的な支援体制の構築 

   地域住民等と支援関係機関による包括的な支援体制を、次に掲げるとおり構築します。

この包括的な支援体制について「目標像」（別図 1）、「目標像に至るプロセス」（別図 2）

及び「支援の実践例」（別図 3）についても示しています。 

   なお、この包括的な支援体制を構築するためには、地域住民の主体的な取組が不可欠

ですが、あくまでも地域住民の自主的な活動を前提とするものであり、本市としては、

保健師の地区担当制の全区展開により各地域に地域共生社会の実現に向けた取組を広め

ていくことや人的・物的な支援を行うことで、地域住民の自主的な活動の促進に努めま

す。 

 

  第１ 地域住民等が地域における問題を把握し地域生活課題として解決を試みることが

できる環境等の整備 

    １ 要援護者に身近な町内会・自治会や民生委員・児童委員、地域ボランティア等が、

主体的に要援護者を見守り、地域における問題を把握し地域生活課題として解決を

試みることができる環境を整備します。 

    ２ そのためには、問題を発見したり、その問題を解決できる専門機関につないだり

するキーパーソンが必要となるため、発見とつなぎができる人を、町内会・自治会

の圏域や小学校区の圏域、中学校区の圏域などそれぞれの圏域で位置付け、育成し

ていくための支援を行っていきます。キーパーソンの例は次のとおりです。 

     ⑴ 住民・市民のキーパーソンの例 

       民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会福祉委員、地縁組織（地区社会福祉

協議会、町内会・自治会、ＰＴＡ、子ども会等）のリーダー、ボランティア活動

者など 

     ⑵ 専門職・専門機関のキーパーソンの例 

       区役所（地区担当保健師等）、地域包括支援センター、子育て支援センター、児

童発達支援センター、障害者相談支援事業所等の相談機関、社会福祉施設・事業
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所など 

    ３ また、町内会・自治会等の地域団体の活性化に資する取組や、高齢者いきいき活

動ポイント事業の実施などを通じて、住民の社会参加を促進し、地域団体の活動の

活性化を図ることなどが不可欠となるため、次の取組を行います。 

     ⑴ 町内会・自治会への加入促進を始め地域団体の活性化に取り組みます。市社会

福祉協議会では、地域において「町内会・自治会活動活性化検討委員会」を設置

し、町内会・自治会自らの活動点検や、町内会加入率低下の要因分析、好事例の

収集を行い、実践することを検討することとしており、この取組に必要な協力を

行います。 

     ⑵ 民生委員・児童委員の担い手の確保に向けた取組、活動しやすい環境づくりに

向けた取組、民生委員・児童委員の活動に関する市民等の理解の促進に向けた取

組を行い、民生委員・児童委員の活動がより円滑に行われるように必要な支援を

行います。 

     ⑶ 高齢者がこれまで培ってきた知識や経験を生かして、生き生きと活躍できるよ

う、市社会福祉協議会の「シニア応援センター」においてボランティアの登録な

どの取組を促進します。 

     ⑷ 障害者のニーズに対応したボランティア養成講座の周知・実施等により、一層

のボランティア育成に努めるとともに、障害者を支えるボランティア活動への支

援やボランティア団体等のネットワーク化の推進に努めます。 

     ⑸ 地域の実情に応じた多様な生活支援・介護予防サービスを共助の取組により提

供できるよう、地域活動の取組を支援する生活支援コーディネーターを配置しま

す。配置された生活支援コーディネーターは、地域活動への参加意欲のある高齢

者等を対象とした生活支援・介護予防サービスの担い手養成講座を開催するとと

もに、担い手が活動できる場の提供に努め、地域活動の促進を図ります。 

     ⑹ 働く意欲のある人々が集い、みんなで出資して経営に参画し、人と地域に役立

つ仕事に取り組む労働形態である「協同労働」により、高齢者の働く場や生きが

いの創出を図ります。 

 

  第２ 地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備 

    １ 町内会・自治会や民生委員・児童委員、地域ボランティア等の地域活動を通して

把握された地域生活課題に関する相談を包括的に受け止め、情報提供や助言を行う

とともに、必要に応じて支援機関につなぐことのできる体制を整備します。 

    ２ この相談支援体制の中核を担うのは、これまでも地域福祉に関する行動計画（ア

クションプラン）を定め、実践の取組を推進するなど、住民主体の福祉のまちづく

りを行ってきた地区社会福祉協議会がふさわしいと考えられます。 

    ３ このため、市・区社会福祉協議会との連携の下、地区社会福祉協議会が行う福祉

のまちづくりについて、継続した支援を行うとともに、複合的な課題や制度の狭間

等の課題についても包括的に受け止めることができるよう体制を整備するなどのバ
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ックアップを行います。 

   ４ これらの体制を整備するため、次の取組を行います。 

     ⑴ 地区社会福祉協議会が行う新・福祉のまちづくり総合推進事業（近隣ミニネッ

トワークづくり推進事業、ふれあい・いきいきサロン設置推進事業、地区ボラン

ティアバンク活動推進事業）の拡充を、市・区社会福祉協議会と共に引き続き支

援します。 

     ⑵ 各地区社会福祉協議会が活動拠点を整備することを、市・区社会福祉協議会と

連携して促進します。この拠点の整備に併せて地区社会福祉協議会の事務局機能

の充実を図るとともに、拠点において、地区社会福祉協議会が住民の声を集め、

把握した課題や相談ごとの解決に向けて情報共有・情報発信したり専門機関につ

なぐ役割を果たすものとします。 

     ⑶ 複合的な課題や制度の狭間等の課題を抱える世帯に対応するため、保健師の地

区担当制を導入し、アウトリーチによる訪問指導、健康相談などの地区活動を積

極的に行い、各地区が抱える課題を把握し、住民・関係機関と連携しながら解決

に向けて取り組みます。 

     ⑷ 特に制度の狭間等の課題への対応には、住民の参加は不可欠であり、住民主体

による福祉活動、ボランティア活動などの活動を活性化するためにも、行動計画

（アクションプラン）を推進するとともに、地域の中で相談を受け止められるよ

うな体制をつくるための取組について検討します。 

 

  第３ 多機関の協働による包括的な相談支援体制の整備 

    １ 第２の体制により把握された地域生活課題のうち、地区社会福祉協議会だけでは

対応し難い複合的で複雑な課題や制度の狭間にある課題等について、地区担当保健

師の支援を受け、多機関が協働して包括的に受け止める相談支援体制を整備します。 

    ２ この相談支援体制については、中核的な機関が、自らの専門分野に偏ることなく、

分野横断的に相談を受け止めることが望ましく、その中核的機関としては、既に一

部で包括的な相談対応が行われている相談支援機関がふさわしいと考えられます。 

    ３ このため、地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、地域子育て支援セン

ター等の相談支援機関の相談支援体制の充実を図るとともに、モデル事業として、

地域のこれらの相談支援機関のいずれかに、「相談支援包括化推進員」を配置して地

域の各相談支援機関等とネットワークを構築し、相談者をチームアプローチにより

支援する体制を整備します。なお、地域包括支援センターの人員体制の在り方は、

定期的に検証し、見直しを図ります。 

    ４ これらの体制を整備するため、次の取組を行います。 

     ⑴ 分野横断的な関係者の「顔の見える」ネットワークを形成するとともに、協働

の中核を担う機関を設定し、そこを中心に支援に関する協議・検討の場を設けま

す。その場においては、個別支援から派生する新たな資源やシステムづくりの必

要性についても協議・検討を行います。なお、その協議・検討が有効に機能する
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ように、日頃から、介護保険制度における地域ケア会議や障害者自立支援協議会

等の既存の専門機関のネットワークの活性化を図ります。 

     ⑵ 地域包括支援センター等への「相談支援包括化推進員」の配置等をモデル実施

し、相談者等が抱える課題の把握、支援プランの作成、相談支援機関等との連絡

調整などのコーディネート機能の強化を図ります。 

     ⑶ 障害のある子どもへの支援について、乳幼児期から成人期までのライフステー

ジに応じた適切な支援を行うために、こども療育センターや医療機関との連携・

強化を図るとともに、地域において発達支援の中核的役割を担う児童発達支援セ

ンター及び児童発達支援事業所などの専門機関相互の連携やこれらの機関と保育

園、幼稚園、学校等との連携を深めるなど、相談支援体制の充実を図ります。 

     ⑷ 障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能を地

域の実情に応じて整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービスを提供する

「地域生活支援拠点」の整備に取り組みます。 

     ⑸ 区役所厚生部を再編し、地域福祉の担い手となる地域団体、保健・医療関係団

体、地域包括支援センターなどを一元的に所管する課を設けることにより、地域

の関係者との協力体制を構築し、地域団体、住民、行政が連携を図り、地域の課

題解決に向けた取組を行いやすくします。 

 

 第４章 民間との連携・協働による地域福祉の推進 

  第１ 社会福祉法人による公益的活動の促進 

    １ 社会福祉協議会が行っている地区社会福祉協議会を中心とした地域活動や生活困

窮者支援、社会的孤立への個別支援などの取組について、更なる充実・強化が図ら

れるよう、社会福祉協議会の活動基盤、体制強化への支援を行います。 

    ２ 社会福祉法人が、地域における福祉ニーズを反映した公益的な取組を行うことが

できるよう、必要な指導・援助を行います。 

 

  第２ 民間企業等との協働による地域福祉活動の展開 

    １ 民間企業等と協定を締結し、その協定に基づき、民間企業による日常業務の中で

把握した高齢者等の異変等に関する情報の提供など、地域における見守り・支え合

い活動等を促進します。 

 

 第５章 安心して暮らすことができる生活環境の整備 

  第１ 住宅・居住環境の整備 

    １ 本市の高齢者等向けの住まいの現状や動向等を踏まえ、高齢者向け住まいに関す

る適切な情報提供と相談支援等に取り組みます。 

    ２ 個々の障害の特性や多様なニーズに配慮した市営住宅の整備や改善を行うととも

に、障害者等の市営住宅への入居を優遇する仕組みについて、引き続き適切な運用

と充実に努めます。 
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    ３ 住宅を障害者の生活や介護に配慮したものに改造等を行う際に、費用を補助する

などの支援に努めます。 

    ４ 広島市居住支援協議会において、高齢者、障害者、子育て世帯、低額所得者など

住宅の確保に特に配慮を要する者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要

な措置について協議し、これらの者が円滑に住まいを探すことができ、安心して暮

らし続けることができる環境を整備します。 

 

  第２ 福祉のまちづくりの推進 

    １ 高齢者や障害者等が住み慣れた地域において自立した生活を送ることができ、子

どもや子育て中の人などが、より安全・快適に暮らすことができるよう、公共施設

や公共交通のバリアフリー化など、ハード・ソフトの両面からの福祉のまちづくり

を推進します。 

    ２ 公共施設のバリアフリー化やユニバーサルデザインの導入促進など、福祉のまち

づくりに対する市民からの要望・意見を全庁的に共有するとともに、具体的な施策

への反映に努めます。 

    ３ バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）や同

法に基づく基本方針、広島県福祉のまちづくり条例に基づき、民間建築物や公共交

通機関等のバリアフリー化に向けた計画的な整備・改善の誘導、民間事業者による

心のバリアフリー化についての取組の促進に努めます。 

 

  第３ 権利擁護の推進 

    １ 高齢者や障害者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるよう、日

常生活での契約や財産管理を支援する成年後見制度の普及促進、後見等の業務を適

正に行うことのできる担い手の育成に取り組みます。 

    ２ 認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分であるために権利擁護支

援を必要とする人が成年後見制度を利用できるよう、保健・医療・福祉・司法が連

携する仕組みである地域連携ネットワークの構築やその中核となる機関の在り方に

ついて、関係機関と共に検討します。 

    ３ 市社会福祉協議会が行う、住民の権利擁護を支える福祉サービス利用援助事業（か

けはし）及び成年後見事業（こうけん）の取組について、更なる推進が図られるよ

う必要な支援を行います。 

    ４ 虐待を受けた高齢者や障害者、子ども等を一時保護できる体制の整備を図るほか、

虐待対応職員の研修の充実など虐待の防止に向けた取組を推進します。 

    ５ 母子健康手帳交付時の保健指導や、こんにちは赤ちゃん事業等で把握した子育て

の負担が重いと考えられる家庭に対し、保健師による家庭訪問等の支援を行い、孤

立化の防止や育児の負担感等の軽減を図ります。 
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  第４ 貧困の状況にある世帯への支援の充実 

    １ 生活困窮者自立支援法に基づき、複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、自立

相談支援機関（広島市くらしサポートセンター）において包括的な相談支援を行う

とともに、生活保護受給者等に対し、雇用と福祉施策の一体的な支援を行うなど、

自立に向けた支援を行います。 

２ ひとり親家庭に対し、そのニーズに応じた就労相談・支援、仕事と子育てや家事

との両立への支援の充実を図ります。 

    ３ 生活保護受給世帯等の生活困窮家庭や経済的に不安定なひとり親家庭の子どもが、

十分な教育を受けられず将来に不利益な影響を受けることのないよう、関係機関等

とも連携しながら学習支援などの教育の支援を行うほか、生活や就労の支援、経済

的支援など子どもの貧困の問題に対する施策を総合的に推進します。 

 

  第５ 要支援者の避難支援等の推進 

    １ 高齢者、障害者等で災害時に自力で避難することが困難な避難行動要支援者が、

安全かつ確実に避難できるよう、地域において情報伝達、避難誘導等の避難支援を

受けられる体制を整備し、安心して暮らすことができる地域社会の形成を目指しま

す。また、地域で行われている避難行動要支援者の避難支援の取組の好事例を、他

の地域に対しても広げていきます。 

    ２ 避難行動要支援者の避難支援の取組を推進するに当たっては、災害時を想定した

実践的な訓練等を通じて迅速な避難支援体制の確保に努めるとともに、広島市防災

行政無線や広島市防災情報メール配信システム、携帯電話事業者が提供する緊急速

報メールなどを活用した情報伝達体制の充実を図ります。 
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地域の包括的な支援体制「目標像」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域の包括的な支援体制については、圏域の考え方（第 1編第 1章第 5）に示した圏域のうち、町

内会・自治会の圏域、小学校区の圏域、中学校区の圏域に分けてその目標像を示します。 

 なお、この目標像は、一般的にイメージされる支援体制を例示したものであり、地域ごとの具体

的な支援体制は、その実情に応じて構築していくことになります。 

 

【町内会・自治会の圏域】 

 町内会・自治会の圏域では、町内会・自治会、民生委員・児童委員、近隣住民、ボランティア、

民間企業（郵便局等）が、見守りや日常業務の中で異変や問題を発見します。 

 買物やごみ出しの手伝いなどによって比較的容易に解決することができる場合には、町内会・自

治会等が中心となって、近隣住民やボランティアなどの協力により解決に向けて取り組むとともに、

解決が困難な場合や解決方法が分からない場合などについては、小学校区の圏域にある地区社会福

祉協議会や区役所厚生部（地区担当保健師等）などに相談します。 

 

 

町内会・自治会、民生委員・児童委員、
近隣住民、ボランティア、 
民間企業（郵便局等）等 

見
守
り
、 

発
見
・把
握
、 

解
決
に
向
け
た

取
組 

要援護者 

町内会・自治会の

圏域 

相 

談 

地区社会福祉協議会 
〔地域生活課題の相談を包括的に受け止める場〕 
（民児協、青少協、子ども会、女性会、老人クラブ、公衛協、ＰＴＡ等） 

小学校区の

圏域 

中学校区の

圏域 

バ
ッ
ク 

ア
ッ
プ 

コーディネート機関 
（地域包括支援センター等） 

相談支援包括化推進員 
・要援護者への支援（課題の把握、 
 支援プランの作成等） 
・関係機関とのネットワークの構築 
 （相談支援包括化推進会議の開催等） 

市・区社会福祉協議会 

障害者相談支援事業所 自立相談支援機関 
（くらしサポートセンター） 

地域包括支援センター 

地区担当保健師 

区役所厚生部 

その他
福祉 
担当者
など 

 

市役所・区役所 

・要援護者 
への 
アウトリーチ 
・地域団体等 
への 
バックアップ 

地域子育て支援センター 

別図 1 
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【小学校区の圏域】 

 小学校区の圏域では、上記に示すような町内会・自治会等から寄せられた地域生活課題について

の相談を、地区社会福祉協議会が中心となって包括的に受け止めます。 

 地区社会福祉協議会の構成団体である地区民生委員児童委員協議会、地区青尐年健全育成連絡協

議会、地区子ども会育成協議会、地区女性会、地区老人クラブ、地区公衆衛生推進協議会、小・中

学校ＰＴＡ等の協力を得ながら、課題の解決に向けて検討を行い、検討結果に基づき、町内会・自

治会等と連携しながら課題の解決に向けて取り組むとともに、地域生活課題が専門的・包括的な支

援が必要な場合には、中学校区の圏域にある地域包括支援センター等のコーディネート機関の相談

支援包括化推進員に支援を求めます。 

 

【中学校区の圏域】 

 中学校区の圏域では、上記に示すような地区社会福祉協議会では対応が困難な課題について、コ

ーディネート機関の相談支援包括化推進員が中心となって課題の解決に向けて支援を行います。 

 相談支援包括化推進員は、地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、地域子育て支援セン

ター、自立相談支援機関（くらしサポートセンター）等の関係機関に参加を呼び掛け、支援に関す

る協議・検討の場（相談支援包括化推進会議）を設けるとともに、連携して支援プランを作成し必

要な支援を行います。 
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地域の包括的な支援体制「目標像に至るプロセス」 

 地域の包括的な支援体制については、次のとおり構築に向けて段階的に取り組んでいきます。 

区 分 

ステップ① 

気運の醸成、環境づくり 

ステップ② 

支援体制による取組 

のモデル実施 

ステップ③ 

支援体制による取組 

の本格実施 

町内会 

・自治会 

の圏域 

各区役所（地域起こし推進

課、地域支えあい課等）等か

らの働き掛け 

・地域生活課題を地域住民が

発見・把握し、解決してい

こうとする気運の醸成 

・町内会・自治会の活性化 

・民生委員・児童委員の活動

しやすい環境づくり等 

地域生活課題の発見・把握、

解決に向けた取組のモデル

実施 

・一部の町内会・自治会等に

おいて取組のモデル実施 

・町内会・自治会、ボランテ

ィア等による地域活動の

活性化 

・区役所厚生部（地区担当保

健師等）によるサポートの

実施 

地域生活課題の発見・把握、

解決に向けた取組の本格実

施 

・地域活動が活発な地域を中

心に取組を実施する町内

会・自治会等を拡大 

・区役所厚生部（地区担当保

健師等）によるサポートの

実施及びモデル実施で得

られたノウハウの提供 

小学校区 

の圏域 

地域生活課題の相談を包括

的に受け止める取組のモデ

ル実施 

・一部の地区社会福祉協議会

において取組のモデル実

施 

・地区社会福祉協議会の拠点

を整備 

・区役所厚生部（地区担当保

健師等）によるサポートの

実施 

地域生活課題の相談を包括

的に受け止める取組の本格

実施 

・拠点が整備できた地域を中

心に取組を実施する地区

社会福祉協議会を拡大 

・区役所厚生部（地区担当保

健師等）によるサポートの

実施及びモデル実施で得

られたノウハウの提供 

中学校区 

の圏域 

地域における総合相談事業

のモデル実施 

・地域包括支援センター等に

関係相談支援機関をコー

ディネートする相談支援

包括化推進員をモデル配

置 

地域における総合相談事業

の拡大 

・地域包括支援センター等に

相談支援包括化推進員を

配置（各区 1か所以上の地

域包括支援センター等へ

の配置を目指す） 

多機関の協働による包括的

な相談支援体制の確立 

・相談支援包括化推進員が関

係相談支援機関をコーデ

ィネートし、地域生活課題

解決のための助言、支援な

どのバックアップを実施 

  

別図 2 



別図3
地域の包括的な支援体制「支援の実践例」

・本人に対し日常的な見守りが行われる。
・本人が抱える問題を、迅速に発見し、解決に結び付けることができる。

事例１ 近隣ミニネットワークによる見守り

◇ 事例概要

【問題が表面化する契機】
①　町内会長や民生委員等は、日頃の活動を通して見守りが必要な人（本人）を把握する。
【課題解決に向けたプロセスと地域における問題の把握】
②　把握した情報を基に、地区社会福祉協議会で見守りの要否について話し合う（会議の結果、
見守りが必要という結論に至り、本人を中心に近隣ミニネットワークづくりを検討することとな
る。）。
③　民生委員は、本人に対して活動の趣旨を伝え、同意を得る。
④　町内会長と民生委員は、近隣の人や親しい人に見守り協力員になってもらうよう依頼する
（依頼の結果、近隣の人や親しい人が見守り協力員となる。）。
⑤　民生委員は、本人に対して見守り協力員の名前やその役割を説明する。
⑥　見守り協力員は、日頃から本人を気に掛けるとともに、本人が問題を抱えている様子であれ
ば、民生委員に連絡する。
⑦　民生委員が連絡を受けた場合は、地区社会福祉協議会に報告し、本人の今後の支援策につい
て協議を行う（専門的な支援が必要な場合には、地域包括支援センター等の関係機関への連絡を
行う。）。

◇ 取組の効果

　地域の包括的な支援体制を整備した後に、どのように支援を実践していくのかについて例示し
ています。事例１・２は地区社会福祉協議会等が中心となって支援を行う事例であり、事例３～
７は地区社会福祉協議会等の気付き等を契機として専門機関が連携して支援を行う事例です。
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・本人が抱える問題を、迅速に発見し、解決に結び付けることができる。

事例２ ボランティアバンクの活用による支援

◇ 事例概要

【問題が表面化する契機】
①　近隣ミニネットワークの見守り協力員が、要援護者（本人）を訪問した際、高齢の本人が買
物やごみ出し等ができずに困っていることに気付く。
【課題解決に向けたプロセスと地域における問題の把握】
②　見守り協力員は、民生委員に、問題を抱えた本人の状況を連絡する。
③　連絡を受けた民生委員は、家庭訪問を行う。
④　民生委員は、地区社会福祉協議会に報告し、本人の今後の支援策について協議を行う（会議
の結果、地区社会福祉協議会のボランティアバンクを活用し、支援することを検討することとな
る。）。
⑤　ボランティアバンクの会員は、家庭訪問し、買物やごみ出し等の日常生活の支援を行う。

◇ 取組の効果
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・　猫が引き取られ、ごみが片付くことで、本人宅や地域の衛生環境が改善する。
・　本人が入院治療を受け、退院後も通院を継続するとともに、福祉サービスを受け始めること
で、在宅生活が可能となる。
・　地域住民による見守りを通じて、地域住民と本人との間につながりが生まれ、本人が社会参
加する契機となる（⑨）。

事例３ 猫の多頭飼い・ごみ屋敷の問題の解決

◇ 事例概要

【問題が表面化する契機】
①　単身の高齢者(本人)が、猫を多頭飼いし、家もごみ屋敷となり、地域住民が不快に感じる状
況になる（地区社会福祉協議会の会議の中でも、この家の問題が取り上げられる。）。
【課題解決に向けたプロセスと地域における問題の把握】
②　地域住民は本人の状況を見かねて、区役所の保健・医療・福祉総合相談窓口を通じて、地区
担当保健師に相談を行う。
③　相談を受けた地区担当保健師は、地域包括支援センターの職員と共に本人に家庭訪問を行う
（家庭訪問の結果、本人には精神疾患があるが、通院しておらず、問題行動を起こす人として地
域住民に認知されていることが分かる。）。
④　地域包括支援センターの職員は、関係機関（民生委員、障害者相談支援事業所等）を集めて
ケース検討会議を開催し、本人の今後の支援方策について協議を行う（会議の結果、本人には精
神科病院への入院治療が必要であり、入院している間に親族の協力を得て家の片付けを行うこと
を検討することとなる。）。
⑤　地区担当保健師及び地域包括支援センターの職員は、民生委員等と協力して家庭訪問を行
い、生活環境の改善に向けた支援を行う。
⑥　地区担当保健師は、親族に本人の状況を説明し、本人の入院への同意と家の片付けを依頼す
る（親族への依頼の結果、本人は入院し、その間に、親族により家の片付けが行われる。）。
⑦　地域包括支援センターの職員は、区役所厚生部と連携して、本人の退院後の在宅生活に必要
となる介護サービスや障害福祉サービスの利用を検討する。
⑧　地区担当保健師は、本人の退院後の在宅生活における見守りや猫の引き取りについて、町内
会長や民生委員、友人に協力を依頼する。

◇ 取組の効果
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・　金銭管理の支援を受け、家も売却することで、本人の生活の経済的な立て直しが図られる
（⑧）。
・　本人が通院治療を受け、病状が安定することで、在宅生活が可能となる。
・　見守りを行う民生委員を介した地域活動への参加や、くらしサポートセンターの支援による
就労など、課題解決をきっかけに生まれたつながりにより、本人が社会参加する契機となる
（⑧）。

事例４ 生活困窮者の生活の経済的な立て直し

◇ 事例概要

【問題が表面化する契機】
①　民生委員が、庭が荒れ放題となっている家を発見し、訪問したところ、50代の単身者（本
人）が、貯金を切り崩して生活しており、精神的にも落ち込んでいる状況であることが分かる
（地区社会福祉協議会の会議の中でも、この問題が取り上げられる。）。
【課題解決に向けたプロセスと地域における問題の把握】
②　民生委員は区役所（地区担当保健師）に相談を行う。
③　相談を受けた地区担当保健師は、民生委員等と共に家庭訪問を行う（家庭訪問の結果、本人
は慢性疾患があるが通院していないことが分かる。また、金銭管理がうまくできず、家のローン
も支払えないため売却を考えていることが分かる。）。
④　地区担当保健師は、本人のかかりつけ医に協力を依頼し、本人に受診勧奨を行う。
⑤　地区担当保健師は、自立相談支援機関（くらしサポートセンター）に連絡し、本人の金銭管
理や家の売却について支援を依頼する。
⑥　くらしサポートセンターの職員は、市社会福祉協議会の金銭管理の支援事業を活用するとと
もに、家の売却手続を支援する。
⑦　地区担当保健師は、民生委員に協力を依頼して、本人の定期的な見守りを行ってもらうとと
もに、本人が地域とのつながりを持てるよう支援を行う。

◇ 取組の効果
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・
・　本人は入院治療を受け、病状が安定するとともに、生活訓練や障害福祉サービスにより、在宅
生活が可能となる（⑩）。
・　父母は本人と別れ、サービス付き高齢者向け住宅へ入居することで、家庭内暴力のおそれがな
くなり、適切な介護サービスを受けることができる（⑪）。

事例５ ８０５０問題への対応

◇ 事例概要

【問題が表面化する契機】
①　80代の父、80代で認知症の母及び子（本人、50代）は3人暮らしをしている。本人は母のデイ
サービスを行う居宅介護支援事業所の対応や父の母に対する介護に不満があり、区役所を訪れ、地
区担当保健師に相談を行うようになる。
【課題解決に向けたプロセスと地域における問題の把握】
②　相談を受けた地区担当保健師は、父と連絡を取り、面接を行う（面接の結果、本人は長期間就
労しておらず、家庭内暴力に及ぶこともあり、その影響で母の介護にも支障を来している状況であ
ることが分かる。）。
③　地区担当保健師は、地域包括支援センターに相談を行う。
④　地域包括支援センターの職員は、関係機関（民生委員、精神科病院等）を集めてケース検討会
議を開催し、本人等の今後の支援方策について協議を行う（会議の結果、本人には精神科病院への
入院治療を勧め、父と母はそろってサービス付き高齢者向け住宅へ入居することを検討することと
なる。）。
⑤　地区担当保健師は、精神科病院に協力を依頼し、本人に入院を勧める（入院勧奨の結果、本人
は入院する。）。
⑥　地域包括支援センターの職員は、父と母の入居先住宅を探し、入居準備を支援する（支援の結
果、父と母はそろってサービス付き高齢者向け住宅へ入居する。）。
⑦　精神科病院において本人の入院治療が始まるとともに、同病院の相談員は、本人の退院後の単
身での在宅生活に向けて、生活訓練を行う。
⑧　地区担当保健師は、病院の相談員と連携して、本人の障害者手帳の取得や障害福祉サービスの
利用を検討する。
⑨　地区担当保健師は、民生委員に本人の退院後の見守りについて協力を依頼する（民生委員は、
地区社会福祉協議会に相談して、近隣ミニネットワークづくり推進事業を活用し、本人の見守りを
行うことを検討する。）。

◇ 取組の効果
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・　関係機関が連携して相談・支援を行うことで、本人が出産・子育てを行うことができる環境が
整う（⑨）。
・　本人は作業所に通うなど社会参加が可能となる（⑩）。
・　児童委員による見守りを通じて、本人と地域との間につながりが生まれる契機となる（⑩）。

事例６ 日常生活に支援を要する母子家庭への支援

◇ 事例概要

【問題が表面化する契機】
①　知的障害に係る療育手帳を持つ単身者（本人）が、区役所において生活保護を申請した際、妊
娠中であり、今後の出産・子育てに不安があると地区担当保健師に相談を行う。
【課題解決に向けたプロセスと地域における問題の把握】
②　相談を受けた地区担当保健師は、生活保護ケースワーカー（ＣＷ）と共に本人に家庭訪問を行
う（家庭訪問の結果、本人は親族との関係を断っており、妊娠中の子の父も不明であるとともに、
部屋の片付けができないなど日常生活に支援を要することが分かる。）。
③　地区担当保健師は、関係機関（ＣＷ、障害者相談支援事業所等）を集めてケース検討会議を開
催し、本人の今後の支援方策について協議を行う（会議の結果、出産後は児童相談所に協力を依頼
するとともに、日常生活を支援するための障害福祉サービスの利用の検討や、児童委員による定期
的な見守りの依頼を検討することとなる。）。
④　地区担当保健師とＣＷは、民生委員等と協力して家庭訪問を行い、産婦人科病院や各種健診の
受診勧奨を行う。
⑤　児童相談所の職員は、出産後、子育てに関する助言・指導を行う。
⑥　障害者相談支援事業所の職員は、障害福祉サービスの利用を検討する。
⑦　地区担当保健師は、児童委員に協力を依頼して、本人の定期的な見守りを行ってもらうととも
に、地区社会福祉協議会が開催する子育てサロンへの参加の声掛けを行ってもらう。
⑧　地区担当保健師は、ＣＷと協力して、継続的な相談・支援を行うとともに、関係機関との連絡
調整を行う。また、ＣＷは生活保護による支援を行う。

◇ 取組の効果
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・　父母が就労するなどにより、生活環境が改善すれば、本人が安心して出産・子育てを行うこ
とができる環境が整う（⑧）。
・　生活環境の改善が見られない場合は、父母と本人を世帯分離することで、本人と生まれてく
る子の生活環境を優先的に改善することも必要となる。

事例７ ２世代同居世帯への支援

◇ 事例概要

【問題が表面化する契機】
①　父母と共に生活保護を受給している子（本人）が妊娠し、本人は区役所において母子手帳の
交付申請を行う。
【課題解決に向けたプロセスと地域における問題の把握】
②　母子手帳の交付申請を受けた地区担当保健師は、本人と面接を行う（面接の結果、父母及び
本人は働いておらず、本人は引きこもり状態であることが分かる。また、家はごみ屋敷化してお
り、本人の出産・子育てには適さない状況であることが分かる。）。
③　地区担当保健師は、関係機関（生活保護ケースワーカー（ＣＷ）、児童相談所等）を集めて
ケース検討会議を開催し、本人等の今後の支援方策について協議を行う（会議の結果、父母には
ＣＷから就労するよう指導するとともに、本人の出産・子育てに適した環境となるよう必要な支
援を行うことを検討することとなる。）。
④　ＣＷは、父母に就労を阻害する要因がないか調査した上で、ハローワークを活用し、就労指
導を行うとともに、生活環境の改善に向けた支援を行う。
⑤　地区担当保健師は、児童委員等と協力して家庭訪問を行い、本人に受診勧奨を行うととも
に、生活環境の改善に向けた支援を行う。
⑥　地区担当保健師は、児童委員等と協力して地区社会福祉協議会が開催する子育てサロンへの
参加の声掛けを行う（地区社会福祉協議会は、子育てサロンにより本人の子育て支援を行
う。）。
⑦　ＣＷは、生活環境の改善状況を見極め、必要に応じて本人の転出による世帯分離を検討す
る。

◇ 取組の効果

 
 

区役所 

要援護者 

本人 父 母 
子 

ケースワーカー 地区担当保健師 児童相談所 

①母子手帳の 

   交付申請 

②アセスメント 

⑤受診勧奨 

  ・生活環境の改善に 

   向けた支援 

⑥子育てサロンへの 

   参加の声掛け 

④就労指導 

  ・生活環境の改善に 

  向けた支援 

⑦世帯分離の検討 

③ケース検討会議の開催 

問題が複合化して 

おり、多機関との 

連携が必要 

父・母の就労のため、 

また、本人の出産・子育てに 

適した環境を整えるため、 

関係機関の支援が必要 

妊娠中 

⑧子の健全育成 
⑧就労、生活 

   環境の改善 

⑤家庭訪問 

⑥子育てサロン 

   による支援 

児童委員 

 地区社会 

 福祉協議会 
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資 料 編 

 
１ 地域福祉に関する市民意識調査の結果について 

２ 広島市社会福祉審議会条例、運営規程、委員名簿 

３ 広島市地域共生社会実現計画（広島市地域福祉計画）の検討経過 

４ 広島市地域共生社会実現計画（広島市地域福祉計画）に対する市民意識募集

の実施結果 
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１ 地域福祉に関する市民意識調査の結果について 

 

 調査概要 

 ⑴ 調査目的 

地域福祉を推進する計画の策定に生かすための基礎資料として実施した。 

 

 ⑵ 調査方法 

  ① 調査対象者 

    広島市内在住の 18歳以上の男女 5,000人（平成 29年 12月末現在） 

  ② 調査方法 

    郵送配布―郵送回収 

  ③ 調査期間 

    平成 30年３月１日（木）～平成 30年３月 20日（火） 

 

 ⑶ 回収結果 

   回収数 2,077件（回収率 41.5％） 

 

 ⑷ 調査結果の見方 

  ① 本文及び図中に示した調査結果の数値は百分比（％）で示してある。これらの数値は小数

点以下第２位を四捨五入しているため、全項目の回答比率の合計が 100.0％とならない場合

がある。 

  ② 複数の回答を求めた質問では、回答比率の合計が 100.0％を超えることがある。 

  ③ 図表中の「ｎ」は number of cases の略で、回答者総数または分類別の回答者数を示す。

各比率はｎを 100％として算出している。 

  ④ クロス集計において回答数（ｎ）が 20 件に満たない場合は、極端な調査結果や誤差が生

じるため、コメントは記載していない。 
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１人（自分だけ）

13.4%

２人

38.5%３人

22.6%

４人

16.8%

５人

5.7%

６人以上

2.6%
無回答

0.4%

(n=2,077)

一人暮らし

13.4%

夫婦のみ

31.2%

あなた（又は

あなた夫婦）と親

9.1%

あなた

（又はあ

なた夫

婦）と子

35.9%

あなたを含めて三世代

6.5%

その他

3.1%

無回答

0.7%

(n=2,077)

18～29歳

7.3%

30～39歳

10.8%

40～49歳

16.9%

50～54歳

6.1%

55～59歳

7.3%
60～64歳

7.8%

65～69歳

13.2%

70～74歳

11.2%

75～79歳

8.8%

80歳以上

10.4%

無回答

0.2%

(n=2,077)

 

 調査結果 

 【回答者の属性】 

 

（１）年齢 （２）性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）同居家族の人数(自分を含む)        （４）同居家族の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性

38.7%

女性

54.4%

無回答

7.0%

(n=2,077)
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中区

9.3%
東区

10.0%

南区

12.1%

西区

14.4%安佐南区

20.1%

安佐北区

14.3%

安芸区

7.5%
佐伯区

12.0%

無回答

0.2%

(n=2,077)

２年未満

7.8%

２～５年未満

9.5%

５～10年未満

13.0%

10～20年未満

20.6%

20年以上

48.9%

無回答

0.3%

(n=2,077)

農林水産業

0.8%

自営業・自由業

7.2%

会社員・団体職員

（役員を含む）

25.2%

公務員

4.3%

パート・アルバイト

13.6%
専業主婦・夫

13.2%

学生

2.3%

無職

30.3%

その他

2.6%

無回答

0.6%

(n=2,077)

持ち家

（一戸建て）

55.9%

持ち家（集合住宅）

18.5%

借家（一戸建て）

3.5%

借家（集合

住宅）

19.9%

その他

1.6%

無回答

0.6%

(n=2,077)

 

（５）お住まいの区              （６）現在の場所の年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）住居形態 （８）仕事 
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41.2 

49.5 

37.7 

45.0 

46.7 

39.0 

36.7 

36.5 

40.0 

41.8 

33.0 

45.9 

39.4 

37.0 

42.1 

48.1 

42.9 

44.8 

8.3 

8.2 

7.7 

8.0 

8.0 

8.6 

9.4 

10.3 

6.4 

2.6 

1.0 

1.4 

3.6 

2.0 

3.3 

2.0 

4.5 

2.8 

1.0 

1.0 

1.0 

0.4 

1.0 

1.2 

0.7 

1.3 

1.2 

3.0 

5.2 

2.9 

1.2 

3.7 

4.1 

1.7 

2.6 

2.8 

2.1 

2.1 

3.4 

2.4 

1.7 

1.7 

1.3 

1.9 

2.0 

全体(n=2,077)

中区(n=194)

東区(n=207)

南区(n=251)

西区(n=300)

安佐南区(n=418)

安佐北区(n=297)

安芸区(n=156)

佐伯区(n=250)

(%)0 20 40 60 80 100

隣近所 町内会・自治会の区域 小学校区程度

中学校区程度 区の区域 その他 無回答

地域における支え合いについて 

 

 

 

 

【図表 住民同士の支え合いができる「地域」の範囲（居住区別）】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民同士の支え合いができる「地域」の範囲について、「町内会・自治会の区域」との回答が 41.8％

と最も高く、次いで「隣近所」（41.2％）などの順となっている。 

居住区別にみると、中区、南区、西区は「隣近所」との回答が４割台半ばから約５割と高く、住

民同士の支え合いができる範囲が狭くなっている。 

  

問１ あなたは、住民同士の支え合いができる「地域」の範囲はどれくらいだと考えますか。 

【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】 
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問２ あなたは、どのような近所付き合いをしていますか。 

【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】    

10.6 

4.0 

8.0 

6.3 

5.5 

5.9 

6.8 

13.1 

16.4 

18.1 

18.5 

32.0 

10.6 

15.1 

26.1 

31.5 

32.2 

38.5 

43.3 

41.4 

41.8 

36.6 

46.3 

64.2 

59.1 

54.5 

52.0 

53.9 

47.8 

34.5 

36.2 

34.1 

33.3 

1.6 

7.9 

2.7 

0.9 

2.4 

1.9 

1.1 

0.4 

1.4 

8.4 

13.2 

14.7 

12.2 

8.7 

7.9 

3.7 

6.2 

4.3 

3.8 

6.9 

1.1 

0.4 

1.2 

1.8 

1.3 

2.2 

3.2 

全体(n=2,077)

18～29歳(n=151)

30～39歳(n=225)

40～49歳(n=352)

50～54歳(n=127)

55～59歳(n=152)

60～64歳(n=161)

65～69歳(n=275)

70～74歳(n=232)

75～79歳(n=182)

80歳以上(n=216)

(%)0 20 40 60 80 100

お互いの家に行き来したり、困りごとを
相談するなど、親しく付き合っている

ときどき世間話や立ち話をする

会えばあいさつをする
顔を知っているが、声をかける
ことはない

ほとんど付き合いがない 無回答

 

 

 

 

【図表 近所付き合いの程度（年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近所付き合いの程度について、「会えばあいさつをする」との回答が 46.3％と最も高く、次いで

「ときどき世間話や立ち話をする」（32.0％）などの順となっている。これに対して、「お互いの家

に行き来したり、困りごとを相談するなど、親しく付き合っている」との回答が１割程度にとどま

り、また、「顔を知っているが、声をかけることはない」と「ほとんど付き合いがない」との回答

が合わせて１割となっており、本市内における近所付き合いの程度が薄いことがうかがえる。 

年齢別にみると、「ときどき世間話や立ち話をする」との回答は年齢が上がるにつれ高くなる傾

向がみられ、「会えばあいさつをする」との回答は 59 歳以下で５割を超えている。このことから、

59歳以下の世代ではあいさつをする程度の付き合いが多く、60歳以上の世代では年齢が上がるに

つれて近所付き合いの程度が濃くなっていることがうかがえる。 
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10.6 

12.6 

9.4 

9.7 

6.8 

6.1 

32.0 

38.3 

34.0 

26.4 

12.8 

30.3 

46.3 

42.2 

48.1 

45.8 

57.7 

33.3 

1.6 

1.7 

1.3 

2.8 

1.4 

3.0 

8.4 

4.1 

6.5 

11.1 

20.8 

21.2 

1.1 

1.0 

0.8 

4.2 

0.5 

6.1 

全体(n=2,077)

持ち家（一戸建て）(n=1,161)

持ち家（集合住宅）(n=385)

借家（一戸建て）(n=72)

借家（集合住宅）(n=414)

その他(n=33)

(%)0 20 40 60 80 100

お互いの家に行き来したり、困りごとを
相談するなど、親しく付き合っている

ときどき世間話や立ち話をする

会えばあいさつをする
顔を知っているが、声をかける
ことはない

ほとんど付き合いがない 無回答

【図表 近所付き合いの程度（住居形態別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住居形態別にみると、持ち家（一戸建て）は「ときどき世間話や立ち話をする」との回答が約４

割と高くなっている。また、借家（集合住宅）は「会えばあいさつをする」との回答が約６割、「ほ

とんど付き合いがない」との回答は約２割と高くなっており、近所付き合いが希薄化していること

がうかがえる。 
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74.9 

41.1 

49.8 

62.5 

76.4 

76.3 

86.3 

88.0 

89.7 

91.8 

87.0 

25.0 

58.9 

50.2 

37.5 

23.6 

23.7 

13.7 

11.6 

9.9 

8.2 

13.0 

0.1 

0.4 

0.4 

全体(n=2,077)

18～29歳(n=151)

30～39歳(n=225)

40～49歳(n=352)

50～54歳(n=127)

55～59歳(n=152)

60～64歳(n=161)

65～69歳(n=275)

70～74歳(n=232)

75～79歳(n=182)

80歳以上(n=216)

(%)0 20 40 60 80 100

加入している 加入していない 無回答

 

 

 

 

【図表 町内会・自治会への加入の有無（年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内会・自治会への加入の有無について、「加入している」との回答が 74.9％、「加入していない」

との回答が 25.0％となっている。 

年齢別にみると、60歳以上は「加入している」との回答が９割前後と高く、年齢が上がるにつれ

て「加入している」割合が高くなる傾向がみられる。また、39歳以下は「加入している」との回答

が５割を下回っており、若い世代の加入の割合が低いことがわかる。 

  

問３ あなたは、町内会・自治会に加入していますか。 

【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】 
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74.9 

90.5 

69.1 

75.0 

36.0 

69.7 

25.0 

9.4 

30.6 

25.0 

64.0 

30.3 

0.1 

0.1 

0.3 

全体(n=2,077)

持ち家（一戸建て）(n=1,161)

持ち家（集合住宅）(n=385)

借家（一戸建て）(n=72)

借家（集合住宅）(n=414)

その他(n=33)

(%)0 20 40 60 80 100

加入している 加入していない 無回答

【図表 町内会・自治会への加入の有無（住居形態別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住居形態別にみると、前問で近所付き合いが濃いとされていた持ち家（一戸建て）は「加入して

いる」との回答が約９割と最も高く、近所付き合いが希薄だった借家（集合住宅）は「加入してい

る」との回答が３割台半ばと最も低くなっている。このことから、町内会・自治会への加入状況は

近所付き合いの程度と関係がある可能性がある。 
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21.1 

25.6 

6.4 

20.4 

14.1 

30.4 

20.7 

24.8 

4.5 

42.6 

10.7 

34.8 

11.1 

14.5 

2.3 

14.8 

2.7 

4.3 

21.2 

1.5 

81.6 

1.9 

60.4 

8.7 

0.3 

0.1 

2.7 

14.0 

18.8 

1.9 

11.1 

2.0 

13.0 

10.4 

12.9 

3.0 

9.3 

6.7 

8.7 

1.3 

1.7 

0.4 

0.7 

全体(n=1,555)

持ち家（一戸建て）(n=1,051)

持ち家（集合住宅）(n=266)

借家（一戸建て）(n=54)

借家（集合住宅）(n=149)

その他(n=23)

(%)0 20 40 60 80 100

町内会長・役員からの勧誘 近隣の方の仲介 自ら町内会長・役員に連絡

集合住宅（アパート、マンション
など）で一括して加入

区役所の取次ぎ 市ホームページから申込み

その他 わからない 無回答

問４ 問３で「加入している」と答えた方におたずねします。 

   あなたは、どのような方法で町内会・自治会に加入しましたか。 

【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】 

 

 

 

 

【図表 町内会・自治会への加入方法（住居形態別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内会・自治会への加入方法について、「集合住宅（アパート、マンションなど）で一括して加

入」との回答が 21.2％と最も高く、次いで「町内会長・役員からの勧誘」（21.1％）、「近隣の方の

仲介」（20.7％）などの順となっている。 

住居形態別にみると、持ち家（一戸建て）は「町内会長・役員からの勧誘」、「近隣の方の仲介」

との回答が２割台半ば、借家（一戸建て）は「近隣の方の仲介」との回答が４割超と高くなってい

る。また、持ち家（集合住宅）、借家（集合住宅）は「集合住宅（アパート、マンションなど）で

一括して加入」との回答が６割から８割超と高くなっている。一戸建てでは地域住民からの勧誘・

仲介で加入する人が多く、集合住宅では、一括して加入する人が大半を占めており、住居形態によ

り加入方法に相違があることがわかる。 
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（％）

 

 

件

　

数

加

入

す

る

き
っ

か

け
（

勧

誘

な

ど
）

が

な

い

た

め

忙

し

く

て

活

動

す

る

時

間

が

な

い

た

め

何

の

活

動

を

し

て

い

る

の

か

わ

か

ら

な

い

た

め

加

入

方

法

が

わ

か

ら

な

い

た

め

役

員

を

や

り

た

く

な

い

た

め 人

間

関

係

が

わ

ず

ら

わ

し

い

た

め

活

動

に

魅

力

が

な

い

た

め

会

費

を

払

う

の

が

負

担

で

あ

る

た

め

高

齢

・

病

気

な

ど

に

よ

り
、

活

動

に

参

加

で

き

な

い

た

め

520 41.5 31.9 24.2 20.8 17.9 16.9 12.1 10.8 8.1

18～29歳 89 49.4 37.1 31.5 27.0 11.2 16.9 13.5 7.9 1.1

30～39歳 113 66.4 43.4 31.9 38.9 19.5 18.6 11.5 15.9 0.9

40～49歳 132 31.8 37.9 24.2 14.4 28.0 16.7 13.6 15.2 3.0

50～54歳 30 46.7 30.0 20.0 20.0 10.0 10.0 13.3 10.0 6.7

55～59歳 36 30.6 27.8 13.9 8.3 13.9 16.7 8.3 2.8 2.8

60～64歳 22 13.6 22.7 18.2 0.0 22.7 13.6 27.3 9.1 13.6

65～69歳 32 25.0 18.8 25.0 18.8 15.6 18.8 6.3 12.5 15.6

70～74歳 23 34.8 17.4 13.0 13.0 17.4 34.8 4.3 4.3 30.4

75～79歳 15 33.3 0.0 13.3 13.3 6.7 13.3 20.0 0.0 46.7

80歳以上 28 21.4 0.0 7.1 3.6 3.6 7.1 3.6 0.0 39.3

２年未満 87 64.4 29.9 34.5 32.2 14.9 14.9 10.3 11.5 2.3

２～５年未満 109 56.0 34.9 30.3 25.7 12.8 13.8 8.3 8.3 6.4

５～10年未満 108 36.1 41.7 19.4 21.3 23.1 22.2 14.8 13.9 6.5

10～20年未満 117 31.6 33.3 21.4 17.1 20.5 15.4 15.4 12.0 4.3

20年以上 99 23.2 18.2 17.2 9.1 17.2 18.2 11.1 8.1 21.2

持ち家（一戸建て） 109 27.5 27.5 18.3 11.9 17.4 14.7 11.9 8.3 14.7

持ち家（集合住宅） 118 29.7 28.0 16.1 8.5 24.6 16.1 16.9 11.0 6.8

借家（一戸建て） 18 22.2 16.7 11.1 11.1 22.2 11.1 5.6 0.0 16.7

借家（集合住宅） 265 54.0 37.4 31.3 30.2 14.7 18.5 10.6 12.8 4.9

その他 10 40.0 10.0 20.0 30.0 20.0 20.0 10.0 0.0 20.0

年

齢

別

 

  全  体

居

住

年

数

別

住

居

形

態

別

 

 

 

 

 

【図表 町内会・自治会へ加入していない理由（年齢、居住年数、住居形態別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内会・自治会へ加入していない理由について、「加入するきっかけ（勧誘など）がないため」

との回答が 41.5％と最も高く、次いで「忙しくて活動する時間がないため」（31.9％）、「何の活動

をしているのかわからないため」（24.2％）などの順となっている。 

年齢別にみると、大半の年齢層で「加入するきっかけ（勧誘など）がないため」との回答率が最

も高かった。 

居住年数別にみると、２年未満は「加入するきっかけ（勧誘など）がないため」との回答が６割

台半ばと最も高く、居住年数が長くなるにつれて低くなっている。 

住居形態別にみると、借家（集合住宅）は「加入するきっかけ（勧誘など）がないため」との回

答が５割台半ば、「忙しくて活動する時間がないため」との回答が約４割と他の住居形態に比べ特

に高くなっている。 

  

問５ 問３で「加入していない」と答えた方におたずねします。 

あなたが町内会・自治会に加入していない理由は何ですか。 

【あてはまる番号を選び、いくつでも○を付けてください。】 
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【図表 地域活動やボランティア活動への参加の有無（年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動やボランティア活動への参加の有無について、「現在、参加している」との回答が 29.6％、

「今は参加していないが、条件が整えば参加したい」との回答が 37.2％となっている。また、「参

加するつもりはない」との回答が 31.2％となっている。 

年齢別にみると、年齢が上がるにつれ「現在、参加している」との回答が高くなる傾向がみられ

る。また、18～29歳、80歳以上は「参加するつもりはない」との回答が４割台と高くなっている。 

  

問６ あなたは、地域活動やボランティア活動に参加していますか。 

【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】 

29.6 

6.0 

18.2 

25.9 

22.0 

23.0 

28.0 

36.4 

37.1 

53.8 

37.0 

37.2 

48.3 

46.2 

36.9 

44.9 

44.7 

50.3 

38.2 

35.3 

18.1 

17.6 

31.2 

45.7 

34.7 

35.5 

31.5 

28.9 

21.7 

24.7 

22.8 

26.4 

40.7 

2.0 

0.9 

1.7 

1.6 

3.3 

0.7 

4.7 

1.6 

4.6 

全体(n=2,077)

18～29歳(n=151)

30～39歳(n=225)

40～49歳(n=352)

50～54歳(n=127)

55～59歳(n=152)

60～64歳(n=161)

65～69歳(n=275)

70～74歳(n=232)

75～79歳(n=182)

80歳以上(n=216)

(%)0 20 40 60 80 100

現在、参加している 今は参加していないが、条件が整えば参加したい

参加するつもりはない 無回答
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（％）

 

 

件

　

数

町

内

会

・

自

治

会

の

活

動

公

園

な

ど

の

清

掃
、

環

境

美

化

活

動

祭

り

や

盆

踊

り
、

運

動

会

な

ど

の

イ

ベ

ン

ト

健

康

づ

く

り

に

関

す

る

活

動 文

化
、

芸

術
、

ス

ポ
ー

ツ

に

関

す

る

活

動

防

災
、

防

犯
、

交

通

安

全

に

関

す

る

活

動

子

育

て
、

Ｐ

Ｔ

Ａ
、

学

校
、

青

少

年

育

成

に

関

す

る

活

動

1386 44.6 37.3 28.0 24.4 19.9 15.8 15.3

18～29歳 82 18.3 41.5 35.4 15.9 34.1 23.2 9.8

30～39歳 145 36.6 39.3 40.0 6.9 20.0 13.8 40.0

40～49歳 221 41.2 35.7 29.9 14.5 20.4 18.6 39.4

50～54歳 85 40.0 35.3 25.9 14.1 14.1 11.8 15.3

55～59歳 103 45.6 37.9 27.2 19.4 23.3 19.4 9.7

60～64歳 126 46.8 37.3 21.4 29.4 11.1 15.1 5.6

65～69歳 205 54.6 33.2 25.9 27.8 22.4 15.6 4.9

70～74歳 168 48.8 36.9 26.2 39.3 19.6 13.1 6.5

75～79歳 131 51.1 40.5 24.4 32.1 18.3 15.3 2.3

80歳以上 118 48.3 39.0 23.7 39.8 16.1 13.6 4.2

 

  全  体

年

齢

別

 

 

 

 

 

 

 

【図表 参加している活動（年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加している活動について、「町内会・自治会の活動」との回答が 44.6％と最も高く、次いで「公

園などの清掃、環境美化活動」（37.3％）、「祭りや盆踊り、運動会などのイベント」（28.0％）など

の順となっている。 

年齢別にみると、「文化、芸術、スポーツに関する活動」との回答は 18～29歳で３割台半ば、「健

康づくりに関する活動」との回答は 70歳以上で３割台、「子育て、ＰＴＡ、学校、青尐年育成に関

する活動」との回答は 30～49歳で４割前後と高くなっており、年齢により参加している活動に差

がみられる。 

  

問７ 問６で「現在、参加している」または「今は参加していないが、条件が整えば参加したい」

と答えた方におたずねします。あなたは、どのような活動に参加していますか（条件が整

えば参加したいですか）。 

【あてはまる番号を選び、いくつでも○を付けてください。】 
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30.1 

44.4 

14.6 

29.7 

32.1 

17.1 

24.4 

40.0 

27.9 

33.7 

31.3 

3.7 

3.3 

3.6 

14.3 

4.4 

2.0 

4.7 

2.0 

5.0 

11.2 

22.2 

6.6 

10.7 

11.4 

13.3 

12.0 

15.1 

13.3 

12.5 

10.7 

11.1 

14.6 

13.2 

14.3 

5.7 

2.2 

8.0 

10.5 

15.3 

8.8 

2.9 

3.6 

5.7 

4.4 

2.0 

4.7 

4.1 

3.8 

3.1 

2.2 

2.9 

2.2 

1.0 

4.7 

4.1 

7.5 

25.1 

11.1 

53.7 

36.3 

14.3 

28.6 

33.3 

27.0 

19.8 

15.3 

12.5 

2.8 

11.1 

9.8 

2.2 

8.6 

4.4 

1.0 

1.2 

2.0 

1.3 

10.3 

7.3 

6.6 

21.4 

5.7 

11.1 

7.0 

11.6 

10.2 

17.5 

全体(n=614)

18～29歳(n=9)

30～39歳(n=41)

40～49歳(n=91)

50～54歳(n=28)

55～59歳(n=35)

60～64歳(n=45)

65～69歳(n=100)

70～74歳(n=86)

75～79歳(n=98)

80歳以上(n=80)

(%)0 20 40 60 80 100

地域をより住みやすくするため 困っている人や支援が必要な人を助けたいため

活動が楽しいため 友人・知人に誘われたため

自分の知識や経験を活かすため 友人・知人を得るため

当番がまわってきたため その他

無回答

 

 

 

 

 

【図表 地域活動やボランティア活動に参加している理由（年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動やボランティア活動に参加している理由について、「地域をより住みやすくするため」

との回答が 30.1％と最も高く、次いで「当番がまわってきたため」（25.1％）、「活動が楽しいため」

（11.2％）、「友人・知人に誘われたため」（10.7％）などの順となっている。 

年齢別にみると、30～39歳は「当番がまわってきたため」との回答が５割台半ばとなっている一

方、18～29歳及び 65～69歳は「地域をより住みやすくするため」との回答が４割と高くなってい

る。 

問８ 問６で「現在、参加している」と答えた方におたずねします。 

あなたが地域活動やボランティア活動に参加している一番の理由は何ですか。 

【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】 
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（％）

 

 

件

　

数

時

間

的

に

参

加

可

能

な

内

容

で

あ

る

体

力

的

に

参

加

可

能

な

内

容

で

あ

る

活

動

の

目

的

・

内

容

等

の

情

報

が

示

さ

れ

て

い

る

仲

間

や

友

人

と

一

緒

に

参

加

で

き

る

活

動

に

あ

た
っ

て

基

本

的

な

知

識

・

技

能

を

学

ぶ

機

会

が

あ

る

自

分

の

知

識

・

技

能

が

活

か

せ

る

そ

の

他

無

回

答

772 70.6 41.2 23.3 22.7 20.3 18.8 4.1 5.3

18～29歳 73 80.8 28.8 30.1 38.4 16.4 17.8 2.7 1.4

30～39歳 104 87.5 29.8 37.5 26.0 24.0 20.2 5.8 0.0

40～49歳 130 83.1 34.6 23.1 20.8 23.8 21.5 3.8 3.8

50～54歳 57 82.5 43.9 28.1 15.8 19.3 14.0 3.5 1.8

55～59歳 68 77.9 42.6 26.5 16.2 25.0 29.4 2.9 0.0

60～64歳 81 72.8 49.4 19.8 19.8 27.2 14.8 4.9 6.2

65～69歳 105 60.0 49.5 18.1 21.9 18.1 22.9 2.9 9.5

70～74歳 82 48.8 54.9 17.1 23.2 17.1 15.9 3.7 6.1

75～79歳 33 45.5 54.5 12.1 12.1 6.1 9.1 9.1 12.1

80歳以上 38 23.7 31.6 5.3 28.9 7.9 7.9 5.3 26.3

 

  全  体

年

齢

別

 

 

 

 

 

 

【図表 地域活動やボランティア活動へ参加する条件（年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動やボランティア活動へ参加する条件について、「時間的に参加可能な内容である」との

回答が 70.6％と最も高く、次いで「体力的に参加可能な内容である」（41.2％）、「活動の目的・内

容等の情報が示されている」（23.3％）、「仲間や友人と一緒に参加できる」（22.7％）などの順とな

っている。 

年齢別にみると、18～69歳は「時間的に参加可能な内容である」、70～80歳以上は「体力的に参

加可能な内容である」との回答がそれぞれ最も高く、年齢が上がるにつれ、時間的な条件から体力

的な条件へと変化している。 

  

問９ 問６で「今は参加していないが、条件が整えば参加したい」と答えた方におたずねします。 

あなたは、どのような条件が整えば、地域活動やボランティア活動に参加したいと思いま

すか。 

【あてはまる番号を選び、いくつでも○を付けてください。】 
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【図表 地域で生活していく上での心配ごと（年齢、家族構成別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

地域で生活していく上での心配ごとについて、「買物や通院などの外出が、いつまで自分ででき

るかわからない」との回答が 25.3％と高く、次いで「経済的に生活できるか不安である」（20.2％）

などの順となっている。また、「特に心配なことはない」との回答は 35.5％と最も高くなっている。 

年齢別にみると、65歳以上は「買物や通院などの外出が、いつまで自分でできるかわからない」

との回答が最も高くなっており、年齢が上がるにつれて高くなっている。 

家族構成別にみると、一人暮らし、夫婦のみは「買物や通院などの外出が、いつまで自分ででき

るかわからない」との回答が３割台半ば、「料理や掃除などの身のまわりのことが、いつまで自分

でできるかわからない」との回答が３割超、あなた（又はあなた夫婦）と親は「経済的に生活でき

るか不安である」との回答が約３割、「介護が必要な家族を介護できる自信がない」との回答が３

割超と高くなっている。一方、あなた（又はあなた夫婦）と子、あなたを含めて三世代は「特に心

配なことはない」との回答が４割超と高くなっている。 

  

問 10 あなたが地域で生活していく上で、心配していることは何ですか。 

【あてはまる番号を選び、いくつでも○を付けてください。】 

（％）
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数

買

物

や

通

院

な

ど

の

外

出

が
、

い

つ

ま

で
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分

で

で

き

る

か

わ

か

ら

な

い

経

済

的

に

生

活
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き

る

か

不

安

で

あ

る

料

理

や

掃

除

な

ど

の

身

の

ま

わ

り

の

こ

と

が
、

い

つ

ま

で

自

分

で

で

き

る

か

わ

か

ら

な

い

自

分

や

家

族

の

病

気

な

ど

で

困
っ

た

と

き

に
、

頼

れ

る

人

が

身

近

に

い

な

い

介

護

が

必

要

な

家

族

を

介

護

で

き

る

自

信

が

な

い

人

と

の

交

流

が

な

く
、

孤

立

す

る

こ

と

が

不

安

で

あ

る 子

育

て

が

う

ま

く

で

き

る

か

不

安

で

あ

る

特

に

心

配

な

こ

と

は

な

い

2077 25.3 20.2 19.9 18.3 16.7 9.0 6.3 35.5

18～29歳 151 3.3 22.5 3.3 16.6 19.2 9.3 17.2 45.7

30～39歳 225 5.3 20.0 3.6 22.7 15.6 9.3 28.0 36.9

40～49歳 352 8.5 22.4 6.8 22.4 18.5 7.1 9.7 44.0

50～54歳 127 18.9 22.8 12.6 18.1 18.9 12.6 3.9 37.8

55～59歳 152 18.4 25.0 13.8 19.1 17.8 11.2 0.7 38.2

60～64歳 161 23.6 25.5 21.7 13.0 13.7 7.5 0.0 40.4

65～69歳 275 38.5 19.6 25.5 18.9 15.3 9.8 0.0 34.5

70～74歳 232 37.9 16.4 35.8 15.1 15.9 8.6 0.0 25.4

75～79歳 182 48.9 17.0 40.7 17.0 17.0 8.8 0.0 27.5

80歳以上 216 48.6 13.0 35.6 15.7 16.2 8.8 0.5 25.5

一人暮らし 279 35.1 22.9 31.9 25.8 3.2 17.2 2.2 28.0

夫婦のみ 648 35.2 17.6 30.1 17.9 19.6 8.8 2.5 31.8

あなた（又はあなた夫婦）と親 189 12.2 30.2 11.6 20.1 32.8 9.0 4.2 33.3

あなた（又はあなた夫婦）と子 745 17.4 18.8 10.3 16.5 13.7 6.4 12.3 41.2

あなたを含めて三世代 136 20.6 13.2 14.0 11.0 19.1 5.1 1.5 41.2

その他 65 24.6 35.4 15.4 23.1 29.2 12.3 7.7 33.8

 

  全  体

家

族

構

成

別

年

齢

別
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数

近
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付

き

合
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が
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い
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と
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害

時

の

助

け

合

い

の

準

備

が

で
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な

い

こ

と

若

者

と
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齢
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ど

違

う

世

代

同

士

の

交

流

が

少

な

く

な
っ

て

い

る

こ

と
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域

活

動

や

ボ

ラ

ン

テ
ィ

ア

活

動

の

担

い

手
（

活

動

す

る

人
）

が
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な

く

な
っ

て
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る
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と

地

域

に

お

け

る
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相
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窓

口
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か

ら

な

い

こ

と 高

齢

者

・

障

害

者

の

見

守

り

や

手

助

け

な

ど

の

活

動

が

十

分

で

な

い

こ

と

地

域

の

福

祉

・

保

健

・

医

療

の

専

門

機

関

に

よ

る

サ
ー

ビ

ス

提

供

が

十

分

で

な

い

こ

と

特

に

問

題

や

課

題

は

な

い

2077 37.2 30.3 28.6 26.0 17.5 15.2 10.6 18.2

中区 194 36.6 34.0 26.3 21.1 19.1 14.4 9.8 18.0

東区 207 38.6 27.5 25.6 26.6 20.3 13.0 11.1 16.4

南区 251 39.4 35.9 29.9 23.9 19.5 13.5 11.6 14.3

西区 300 35.0 34.3 26.0 20.7 18.0 17.0 11.7 20.0

安佐南区 418 38.0 28.5 25.6 26.8 20.3 13.4 11.5 16.7

安佐北区 297 36.4 22.6 34.3 33.0 13.8 17.8 10.4 19.9

安芸区 156 35.3 32.7 35.9 26.3 14.1 17.3 11.5 19.2

佐伯区 250 37.6 30.8 29.2 28.0 13.2 16.0 6.4 20.8

 

  全  体

居

住

区

別

 

 

 

 

【図表 地域の問題や課題（居住区別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の問題や課題について、「近所付き合いが尐なくなっていること」との回答が 37.2％と最も

高く、次いで「災害時の助け合いの準備ができていないこと」（30.3％）、「若者と高齢者など違う

世代同士の交流が尐なくなっていること」（28.6％）などの順となっている。 

居住区別にみると、中区、南区、西区は「災害時の助け合いの準備ができていないこと」との回

答が３割台半ば、安佐北区、安芸区は「若者と高齢者など違う世代同士の交流が尐なくなっている

こと」との回答が３割台半ばと高くなっており、市内中心部では郊外に比べ災害時の助け合いの準

備ができていないことに問題や課題があると感じている住民が多いことがわかる。 

  

問 11 あなたは、お住まいの地域には、どのような問題や課題があると感じていますか。 

【あてはまる番号を選び、いくつでも○を付けてください。】 
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43.0 

18.5 

7.3 

6.3 

6.0 

3.5 

2.7 

2.4 

2.3 

5.5 

22.8 

8.0 

0 10 20 30 40 50

災害や急病など緊急時の手助け

日頃からの声かけや安否確認などの
見守り

悩み事や心配事の相談相手

話し相手

短時間の子どもの預かり

通院などの外出の手助け

ちょっとした買物の手伝い

ゴミ出しの手伝い

掃除・洗濯・食事づくりの手伝い

その他

何もしてほしくない

無回答

(%)(n=2,077)

 

 

 

 

 

【図表 困りごとに関して地域の方からしてほしい手助け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困りごとに関して地域の方からしてほしい手助けについて、「災害や急病など緊急時の手助け」

との回答が 43.0％と最も高く、次いで「日頃からの声かけや安否確認などの見守り」（18.5％）な

どの順となっている。また、「何もしてほしくない」との回答は 22.8％となっている。 

  

問 12 あなたは、自分や家族の日常生活における困りごとに関して、地域の方からどのような

手助けをしてもらいたいですか。 

【あてはまる番号を選び、３つまで○（１つでもかまいません）を付けてください。】 
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32.0 

30.8 

22.1 

17.8 

17.7 

10.4 

8.8 

6.4 

2.4 

1.6 

21.2 

4.4 

0 10 20 30 40

災害や急病など緊急時の手助け

日頃からの声かけや安否確認などの
見守り

話し相手

ちょっとした買物の手伝い

ゴミ出しの手伝い

悩み事や心配事の相談相手

短時間の子どもの預かり

通院などの外出の手助け

掃除・洗濯・食事づくりの手伝い

その他

何もしたくない・できない

無回答

(%)(n=2,077)

 

 

 

 

【図表 地域で困っている方々にできる手助け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域で困っている方々にできる手助けについて、「災害や急病など緊急時の手助け」との回答が

32.0％と最も高く、次いで「日頃からの声かけや安否確認などの見守り」（30.8％）、「話し相手」

（22.1％）などの順となっている。また、「何もしたくない・できない」との回答は 21.2％となっ

ている。 

前問の地域の方からしてほしい手助けと、地域で困っている方々にできる手助けの上位２項目は

合致している。 

  

問 13 あなたは、地域で困っている方とその家族に対して、どのような手助けができますか。 

【あてはまる番号を選び、３つまで○（１つでもかまいません）を付けてください。】 
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6.2 79.7 8.5 

1.6 

4.1 n=2,077

(%)0 20 40 60 80 100

積極的に共有すべき 必要な範囲であれば共有してもよい

共有すべきでない その他 無回答

 

 

 

 

 

【図表 必要な個人情報を共有することについて】 

 

 

 

 

 

 

 

必要な個人情報を共有することについて、「必要な範囲であれば共有してもよい」との回答が

79.7％と最も高く、次いで「共有すべきでない」（8.5％）、「積極的に共有すべき」（6.2％）の順と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 地域の課題解決に向けた行政との関わり方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の課題解決に向けた行政との関わり方について、「基本的には地域で解決し、専門的なこと

は行政が対応すべき」との回答が 46.5％と最も高く、次いで「基本的には行政で解決し、行政の手

が届かないことは地域住民が協力すべき」（33.2％）などの順となっている。地域が主となるべき

との意見が５割台半ばである。 

  

問 14 あなたは、日頃からの声かけや安否確認などの見守りのために、必要な個人情報を活動

を行う地域住民が共有することについて、どう思いますか。 

【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】 

問 15 あなたは、地域の課題の解決に向けた地域住民と行政の関わり方について、どのように

考えていますか。 

【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】 

9.1 46.5 33.2 6.1 5.1 n=2,077

(%)0 20 40 60 80 100

地域でできることは、できるだけ地域住民に任せた方がよい

基本的には地域で解決し、専門的なことは行政が対応すべき

基本的には行政で解決し、行政の手が届かないことは地域住民が協力すべき

地域住民に期待せず、行政が予算措置（税金）を増やしてでもやるべき

無回答
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【図表 住民同士の支え合いについての考え方（年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民同士の支え合いについて、「災害や急病など、いざという時には住民同士の支え合いが必要

となる」との回答が 49.7％と最も高く、次いで「住民同士の支え合いは、日頃からとても大切で必

要なものである」（36.9％）などの順となっており、合わせると８割台半ばであり、住民同士の支

え合いは必要だと考える市民が多い。 

年齢別にみると、18～69歳は日頃からの支え合いより、いざという時に支え合いが必要になると

考える人が多い。一方、70歳以上は日頃からの支え合いの方が大切であると考える人が多くなって

いる。 

  

問 16 あなたは、住民同士の支え合いについて、どのように考えていますか。 

【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】 

36.9 

31.8 

32.4 

29.5 

42.5 

34.2 

33.5 

37.8 

42.7 

44.0 

44.9 

49.7 

56.3 

54.7 

59.1 

49.6 

57.9 

55.9 

49.1 

42.2 

36.3 

35.2 

2.8 

2.6 

4.4 

2.6 

1.6 

1.3 

4.3 

3.3 

1.7 

3.3 

2.3 

3.4 

6.6 

4.4 

3.1 

1.6 

1.3 

3.1 

2.5 

3.4 

1.6 

5.6 

1.7 

2.0 

1.3 

1.7 

0.8 

1.3 

0.6 

1.5 

2.2 

2.7 

1.9 

1.2 

2.2 

0.9 

2.0 

0.6 

2.2 

1.3 

1.1 

0.5 

4.3 

0.7 

0.4 

3.1 

3.9 

2.0 

1.9 

3.6 

6.5 

11.0 

9.7 

全体(n=2,077)

18～29歳(n=151)

30～39歳(n=225)

40～49歳(n=352)

50～54歳(n=127)

55～59歳(n=152)

60～64歳(n=161)

65～69歳(n=275)

70～74歳(n=232)

75～79歳(n=182)

80歳以上(n=216)

(%)0 20 40 60 80 100

住民同士の支え合いは、日頃からとても大切で
必要なものである

災害や急病など、いざという時には住民同士の
支え合いが必要となる

支援が必要な人には行政などが全て対応すべきで、
住民同士の支え合いは必要ない

家族や友人・知人と助け合えばよく、住民同士の
支え合いは必要ない

全て自己責任であり、住民同士の支え合いは必要ない その他

無回答
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36.9 

41.9 

30.1 

33.3 

29.2 

39.4 

49.7 

45.7 

56.6 

50.0 

56.3 

39.4 

2.8 

2.7 

2.6 

4.2 

2.9 

6.1 

3.4 

3.2 

2.9 

5.6 

3.9 

6.1 

1.7 

1.8 

1.6 

1.9 

1.2 

0.8 

1.6 

1.4 

1.7 

3.0 

4.3 

4.0 

4.7 

5.6 

4.1 

6.1 

全体(n=2,077)

持ち家（一戸建て）(n=1,161)

持ち家（集合住宅）(n=385)

借家（一戸建て）(n=72)

借家（集合住宅）(n=414)

その他(n=33)

(%)0 20 40 60 80 100

住民同士の支え合いは、日頃からとても大切で
必要なものである

災害や急病など、いざという時には住民同士の
支え合いが必要となる

支援が必要な人には行政などが全て対応すべきで、
住民同士の支え合いは必要ない

家族や友人・知人と助け合えばよく、住民同士の
支え合いは必要ない

全て自己責任であり、住民同士の支え合いは必要ない その他

無回答

【図表 住民同士の支え合いについての考え方（住居形態別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住居形態別にみると、「住民同士の支え合いは、日頃からとても大切で必要なものである」との

回答は持ち家（一戸建て）で４割超と最も高く、一方、借家（集合住宅）で約３割と最も低くなっ

ており、住居形態により日頃からの住民同士の支え合いについての考え方に相違があることがうか

がえる。 
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進

2,077 30.1 27.6 27.3 21.4 19.2 19.0 16.0 15.8 14.7 13.1

18～29歳 151 39.7 25.2 21.9 20.5 15.9 11.9 27.8 11.9 27.8 6.0

30～39歳 225 32.9 26.7 27.1 26.2 16.9 16.4 22.2 16.4 31.6 6.2

40～49歳 352 34.7 29.0 26.7 23.9 19.3 15.3 18.2 13.1 22.7 8.2

50～54歳 127 31.5 31.5 23.6 20.5 17.3 17.3 21.3 22.8 11.8 8.7

55～59歳 152 33.6 32.9 30.9 27.0 18.4 22.4 21.7 19.1 12.5 11.8

60～64歳 161 35.4 33.5 34.2 18.6 24.8 18.0 11.8 14.3 6.8 13.0

65～69歳 275 28.4 26.5 29.5 21.1 20.4 23.3 13.8 19.6 8.7 13.1

70～74歳 232 25.9 29.3 31.5 22.4 17.2 19.0 5.6 16.4 6.9 21.1

75～79歳 182 16.5 20.3 26.4 15.9 29.1 21.4 12.6 16.5 6.6 19.2

80歳以上 216 23.1 23.1 21.3 15.7 13.9 24.1 10.6 10.6 7.4 23.1

 

  全  体

年

齢

別

 

 

 

 

 

【図表 地域活動等を進めるために必要な広島市の取組（年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動等を進めるために必要な広島市の取組について、「地域活動団体等と福祉・保健・医療

の専門機関の連携体制づくり」との回答が 30.1％と最も高く、次いで「地域における身近な相談窓

口の充実」（27.6％）、「地域活動等の担い手（活動する人）の育成・確保」（27.3％）などの順とな

っている。 

年齢別にみると、18～29歳は「地域活動団体等と福祉・保健・医療の専門機関の連携体制づくり」

との回答が約４割と高くなっている。一方、60～64歳は「地域活動等の担い手（活動する人）の育

成・確保」との回答が３割台半ば、75～79歳は「地域活動等の意義・重要性の住民への啓発」との

回答が約３割、80歳以上は「町内会・自治会の加入促進」との回答が２割台半ばと高い。 

  

問 17 あなたは、地域活動やボランティア活動の活発化、住民同士の支え合いを進めるために、

広島市はどのような取組を行う必要があると考えますか。 

【あてはまる番号を選び、３つまで○（１つでもかまいません）を付けてください。】 
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無
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2,077 34.0 32.5 30.8 29.1 25.7 16.2 1.4 6.4

18～29歳 151 23.8 28.5 42.4 27.8 29.1 11.3 2.6 0.7

30～39歳 225 30.7 44.4 48.0 20.9 23.6 23.6 3.1 2.7

40～49歳 352 32.7 31.3 44.9 24.4 25.3 18.8 1.7 3.1

50～54歳 127 37.8 32.3 32.3 30.7 27.6 18.1 2.4 2.4

55～59歳 152 41.4 39.5 44.1 30.9 28.9 12.5 0.0 0.7

60～64歳 161 45.3 31.1 28.6 34.2 26.1 13.0 0.0 6.2

65～69歳 275 33.5 33.5 23.3 33.1 29.5 20.0 0.7 4.7

70～74歳 232 37.1 30.2 16.8 34.1 25.9 15.1 1.7 9.1

75～79歳 182 30.2 30.8 15.4 31.3 17.0 16.5 2.2 10.4

80歳以上 216 31.5 25.0 11.1 28.7 24.5 8.3 0.0 20.8

 

  全  体

年

齢

別

 

 

 

 

 

【図表 地域活動等を進めるために福祉施設・事業者に期待すること（年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動等を進めるために福祉施設・事業者に期待することについて、「地域での困りごとの相

談を受ける窓口を設置」との回答が 34.0％と最も高く、次いで「施設を地域に開放し、地域活動等

を行う場所を提供」（32.5％）、「子ども食堂、学習教室、一人暮らし高齢者の食事会などの地域貢

献活動」（30.8％）などの順となっている。 

年齢別にみると、59歳以下は「子ども食堂、学習教室、一人暮らし高齢者の食事会などの地域貢

献活動」との回答がほぼ４割以上と高く、子育て世代で子ども食堂、学習教室等の地域貢献活動へ

の期待が高いことがうかがえる。 

  

問 18 あなたは、地域活動やボランティア活動の活発化、住民同士の支え合いを進めるために、

地域にある福祉施設・事業者にどのようなことを期待しますか。 

【あてはまる番号を選び、３つまで○（１つでもかまいません）を付けてください。】 
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22.6 27.4 15.6 17.9 2.9 13.6 n=2,077

(%)0 20 40 60 80 100

地域課題の解決のため、
地域活動団体等と連携事業を実施

地域活動団体等が行う活動に、
専門分野の知識やノウハウなどを提供

地域活動団体等が行う活動に、
ボランティア派遣などの人的協力

ボランティアの受け皿となる活動を行い、
住民参加を促進

その他 無回答

 

 

 

 

 

 

【図表 地域活動等を進めるためにＮＰＯ法人に期待すること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動等を進めるためにＮＰＯ法人に期待することについて、「地域活動団体等が行う活動に、

専門分野の知識やノウハウなどを提供」との回答が 27.4％と最も高く、次いで「地域課題の解決の

ため、地域活動団体等と連携事業を実施」（22.6％）などの順となっている。 

  

問 19 あなたは、地域活動やボランティア活動の活発化、住民同士の支え合いを進めるために、

ＮＰＯ法人（社会的な問題を解決する活動等を行う民間非営利法人）にどのようなこと

を一番期待しますか。 

【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】 
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紙

テ

レ

ビ

・

ラ

ジ

オ

・

新

聞

・

雑

誌

地

域

の

掲

示

板

や

町

内

会

・

自

治

会

の

回

覧

板

イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
（

市

の

ホ
ー

ム

ぺ
ー

ジ

な

ど
）

友

人
、

親

戚

な

ど

か

ら

の

口

コ

ミ

市

役

所

や

区

役

所

な

ど

行

政

機

関

公

共

施

設

の

窓

口

に

置

か

れ

て

い

る

チ

ラ

シ

や

ポ

ス

タ
ー

な

ど

社

会

福

祉

施

設
、

医

療

機

関 特

に

入

手

し

て

い

な

い

2,077 44.2 26.0 24.3 19.0 14.3 12.9 10.5 9.4 16.2

18～29歳 151 16.6 23.8 9.3 27.8 9.9 7.9 11.3 9.3 37.7

30～39歳 225 25.8 22.7 14.2 39.6 16.4 10.2 13.8 8.4 26.7

40～49歳 352 39.5 20.7 11.9 31.0 14.5 9.9 10.5 8.2 23.3

50～54歳 127 46.5 26.0 23.6 25.2 18.1 14.2 10.2 7.9 15.7

55～59歳 152 58.6 35.5 17.1 23.7 13.2 15.1 13.8 11.8 9.9

60～64歳 161 49.7 24.2 30.4 18.6 16.8 15.5 9.3 16.8 10.6

65～69歳 275 54.9 33.5 33.5 10.2 11.6 15.3 11.3 8.0 10.9

70～74歳 232 58.6 24.6 34.5 6.5 20.3 13.4 8.2 7.3 5.6

75～79歳 182 51.6 29.1 41.2 4.9 11.0 13.2 12.1 9.9 9.3

80歳以上 216 39.4 23.6 29.6 2.3 11.1 16.2 6.0 10.2 11.1

 

  全  体

年

齢

別

２．福祉サービスの利用や相談窓口について 

 

 

 

 

【図表 福祉に関する情報の入手先（年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉に関する情報の入手先について、「市の広報紙」との回答が 44.2％と最も高く、次いで「テ

レビ・ラジオ・新聞・雑誌」（26.0％）、「地域の掲示板や町内会・自治会の回覧板」（24.3％）など

の順となっている。 

年齢別にみると、55～79歳は「市の広報紙」との回答がほぼ５割台、30～49歳は「インターネ

ット（市のホームページなど）」との回答が３割台と高くなっている。また、18～29歳は「特に入

手していない」との回答が約４割と高く、年齢が上がるにつれて福祉に関する情報への関心が強く

なる傾向がみられる。 

  

問 20 あなたは、福祉に関する情報をどのように入手していますか。 

【あてはまる番号を選び、３つまで○（１つでもかまいません）を付けてください。】 
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51.5 

26.6 

21.1 

11.4 

10.6 

10.1 

6.2 

4.9 

2.5 

26.0 

3.6 

41.3 

19.6 

18.6 

10.7 

9.7 

9.8 

5.5 

5.1 

1.7 

35.6 

3.7 

58.7 

32.9 

23.1 

11.6 

11.7 

11.0 

6.9 

4.7 

3.0 

19.1 

2.8 

0 20 40 60 80

地域包括支援センター

地域子育て支援センター

障害者相談支援事業所

福祉サービス利用援助センター

ボランティアセンター

くらしサポートセンター

ひきこもり相談支援センター

シニア応援センター

地域若者サポートステーション

知っているものはない

無回答

(%)

全体(n=2,077) 男性(n=803) 女性(n=1,129)

 

 

 

 

【図表 知っている相談窓口（性別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知っている相談窓口について、「地域包括支援センター」との回答が 51.5％と最も高く、次いで

「地域子育て支援センター」（26.6％）、「障害者相談支援事業所」（21.1％）などの順となっている。

「地域包括支援センター」は５割を超え、身近な相談窓口として広く認知されていることがうかが

える。 

性別にみると、「地域包括支援センター」との回答は女性（58.7％）が男性（41.3％）を 17.4ポ

イント、「地域子育て支援センター」で 13.3ポイント上回っている。また、「知っているものはな

い」との回答は男性（35.6％）が女性（19.1％）を 16.5ポイント上回っており、女性に比べ男性

は福祉サービスの相談窓口の認知度が低いことがわかる。 

  

問 21 あなたは、次の相談窓口について知っていますか。 

【あてはまる番号を選び、いくつでも○を付けてください。】 
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10.8 

9.3 

11.5 

13.3 

13.4 

13.1 

49.6 

46.6 

52.5 

22.3 

27.1 

19.5 

3.9 

3.5 

3.4 

全体(n=2,077)

男性(n=803)

女性(n=1,129)

(%)0 20 40 60 80 100

事業を利用したり、活動に参加したりしたことがある

事業を利用したり、活動に参加したりしたことはないが、存在や事業内容を知っている

存在は聞いたことがあるが、事業内容はよく知らない

存在も事業内容も知らない

無回答

 

 

 

 

【図表 社会福祉協議会の認知度（性別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉協議会の認知度について、「存在は聞いたことがあるが、事業内容はよく知らない」と

の回答が 49.6％と最も高く、次いで「存在も事業内容も知らない」（22.3％）などの順となってお

り、合わせると７割を超え認知度はあまり高くない。 

性別にみると、「存在も事業内容も知らない」との回答は男性（27.1％）が女性（19.5％）を 7.6

ポイント上回っており、社会福祉協議会についても女性に比べ男性の認知度が低い。 

  

問 22 あなたは、社会福祉協議会の存在や事業内容について知っていますか。 

【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】 
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5.0 

4.0 

6.7 

5.1 

3.9 

5.9 

5.0 

6.9 

3.9 

4.4 

2.8 

32.2 

9.3 

22.7 

22.7 

29.9 

28.3 

38.5 

41.1 

43.5 

41.8 

41.7 

51.0 

47.7 

53.8 

60.8 

60.6 

63.8 

50.9 

47.6 

44.8 

44.0 

37.5 

9.2 

39.1 

15.6 

9.9 

5.5 

2.0 

3.7 

3.3 

4.7 

4.9 

7.9 

2.6 

1.3 

1.4 

1.9 

1.1 

3.0 

4.9 

10.2 

全体(n=2,077)

18～29歳(n=151)

30～39歳(n=225)

40～49歳(n=352)

50～54歳(n=127)

55～59歳(n=152)

60～64歳(n=161)

65～69歳(n=275)

70～74歳(n=232)

75～79歳(n=182)

80歳以上(n=216)

(%)0 20 40 60 80 100

自分または家族が民生委員・児童委員になったことがある 存在や活動内容を知っている

存在は聞いたことがあるが、活動内容はよく知らない 存在も活動内容も知らない

無回答

 

 

 

 

【図表 民生委員・児童委員の認知度（年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員・児童委員の認知度について、「存在は聞いたことがあるが、活動内容はよく知らない」

との回答が 51.0％と最も高く、次いで「存在や活動内容を知っている」（32.2％）などの順となっ

ている。 

年齢別にみると、60歳以上は「存在や活動内容を知っている」との回答がほぼ４割を超え高くな

っている。一方、18～29歳は「存在も活動内容も知らない」との回答が約４割と高く、若い世代で

より認知度が低くなっている。 

  

問 23 あなたは、民生委員・児童委員の存在やその活動内容について知っていますか。 

【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】 
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41.5 

35.2 

44.4 

13.0 

21.9 

23.7 

20.8 

25.5 

41.4 

54.8 

64.0 

68.9 

63.3 

49.9 

56.0 

47.3 

80.4 

68.4 

68.9 

72.5 

68.5 

55.3 

40.3 

23.8 

19.5 

20.3 

8.5 

8.8 

8.3 

6.5 

9.6 

7.4 

6.7 

6.0 

3.3 

4.9 

12.1 

11.6 

16.4 

全体(n=1,832)

男性(n=691)

女性(n=1,017)

18～29歳(n=92)

30～39歳(n=187)

40～49歳(n=312)

50～54歳(n=120)

55～59歳(n=149)

60～64歳(n=152)

65～69歳(n=263)

70～74歳(n=214)

75～79歳(n=164)

80歳以上(n=177)

(%)0 20 40 60 80 100

知っている 知らない 無回答

 

 

 

 

 

 

【図表 地域の民生委員・児童委員の認知度（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の民生委員・児童委員の認知度について、「知っている」との回答が 41.5％、「知らない」と

の回答が 49.9％となっている。 

性別にみると、「知っている」との回答は女性（44.4％）が男性（35.2％）を 9.2ポイント上回

っており、男性の認知度が低くなっている。 

年齢別にみると、60歳以上で認知度が高く、年齢が上がるにつれて認知度が高くなる傾向がみら

れる。  

問 24 問 23で「自分または家族が民生委員・児童委員になったことがある」、「存在や活動内容

を知っている」、「存在は聞いたことがあるが、活動内容はよく知らない」と答えた方にお

たずねします。あなたがお住まいの地域を担当する民生委員・児童委員が誰か知っていま

すか。 

【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】 

性 

別 

 

年
齢
別 



 

64 
 

1.4 

10.8 38.5 42.8 6.5 n=2,077

(%)0 20 40 60 80 100

制度に基づく事業を利用したことがある
制度に基づく事業を利用したことはないが、
内容は知っている

名称は聞いたことがあるが、
内容はよく知らない

名称も内容も知らない

無回答

 

 

 

 

 

【図表 生活困窮者自立支援制度の認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活困窮者自立支援制度の認知度について、「名称も内容も知らない」との回答が 42.8％と最も

高く、次いで「名称は聞いたことがあるが、内容はよく知らない」（38.5％）などの順となってお

り、認知度は低くなっている。 

  

問 25 あなたは、生活保護を受給するまでではないものの、経済的な面で生活に困っている人

のための、生活困窮者自立支援制度について知っていますか。 

【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】 
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1.8 

0.7 

0.4 

1.1 

1.6 

3.3 

3.7 

2.9 

1.3 

0.5 

3.2 

26.9 

19.9 

24.4 

22.2 

29.9 

33.6 

31.7 

34.9 

31.0 

25.3 

19.0 

44.1 

29.1 

40.0 

44.6 

42.5 

49.3 

46.0 

45.1 

47.4 

48.9 

45.4 

24.3 

50.3 

34.7 

30.7 

25.2 

12.5 

18.0 

14.9 

16.8 

16.5 

22.7 

2.9 

0.4 

1.4 

0.8 

1.3 

0.6 

2.2 

3.4 

8.8 

9.7 

全体(n=2,077)

18～29歳(n=151)

30～39歳(n=225)

40～49歳(n=352)

50～54歳(n=127)

55～59歳(n=152)

60～64歳(n=161)

65～69歳(n=275)

70～74歳(n=232)

75～79歳(n=182)

80歳以上(n=216)

(%)0 20 40 60 80 100

制度に基づく事業を利用したことがある
制度に基づく事業を利用したことはないが、
内容は知っている

名称は聞いたことがあるが、
内容はよく知らない

名称も内容も知らない

無回答

 

 

 

 

 

【図表 成年後見制度の認知度（年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見制度の認知度について、「名称は聞いたことがあるが、内容はよく知らない」との回答

が 44.1％と最も高く、次いで「制度に基づく事業を利用したことはないが、内容は知っている」

（26.9％）、「名称も内容も知らない」（24.3％）などの順となっている。 

年齢別にみると、「制度に基づく事業を利用したことはないが、内容は知っている」との回答は、

年齢が上がるにつれ高くなる傾向にあり、65～69歳で最も高く、そこから減尐に転じている。 

  

問 26 あなたは、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分なことがある人

のための、成年後見制度について知っていますか。 

【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】 
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1.2 

0.7 

1.1 

2.4 

2.6 

1.2 

1.8 

0.9 

1.9 

10.9 

7.3 

8.4 

7.7 

11.0 

13.2 

14.3 

13.8 

12.1 

9.3 

13.9 

34.2 

27.8 

24.0 

25.0 

29.9 

39.5 

37.3 

37.5 

45.3 

41.2 

38.9 

50.5 

64.2 

67.1 

64.8 

55.1 

43.4 

46.6 

44.7 

38.8 

40.1 

33.3 

3.2 

0.4 

1.4 

1.6 

1.3 

0.6 

2.2 

3.0 

9.3 

12.0 

全体(n=2,077)

18～29歳(n=151)

30～39歳(n=225)

40～49歳(n=352)

50～54歳(n=127)

55～59歳(n=152)

60～64歳(n=161)

65～69歳(n=275)

70～74歳(n=232)

75～79歳(n=182)

80歳以上(n=216)

(%)0 20 40 60 80 100

事業を利用したことがある
事業を利用したことはないが、
内容は知っている

名称は聞いたことがあるが、
内容はよく知らない 名称も内容も知らない

無回答

 

 

 

 

 

 

【図表 日常生活自立支援事業の認知度（年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活自立支援事業の認知度について、「名称も内容も知らない」との回答が 50.5％と最も高

く、次いで「名称は聞いたことがあるが、内容はよく知らない」（34.2％）などの順となっており、

認知度は低くなっている。 

 年齢別にみると、18～49歳は「名称も内容も知らない」との回答が６割を超え高くなっている。 

  

問 27 あなたは、成年後見制度を利用するほどではないものの、認知症や知的障害、精神障害

などにより、判断能力が不十分なことがある人のための、日常生活自立支援事業（福祉

サービス利用援助事業「かけはし」）について知っていますか。 

【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】 
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85.3 

85.4 

92.9 

93.2 

94.5 

92.8 

93.8 

90.9 

83.6 

78.0 

49.1 

8.6 

7.9 

3.6 

2.8 

0.8 

4.6 

3.7 

5.8 

11.6 

10.4 

33.3 

3.8 

6.6 

3.6 

2.6 

3.1 

0.7 

1.2 

1.1 

2.6 

5.5 

10.6 

2.4 

1.4 

1.6 

2.0 

1.2 

2.2 

2.2 

6.0 

6.9 

全体(n=2,077)

18～29歳(n=151)

30～39歳(n=225)

40～49歳(n=352)

50～54歳(n=127)

55～59歳(n=152)

60～64歳(n=161)

65～69歳(n=275)

70～74歳(n=232)

75～79歳(n=182)

80歳以上(n=216)

(%)0 20 40 60 80 100

自力で避難できる 自力では避難できないが、
手助けを頼める人がいる

自力では避難できないし、
手助けを頼める人もいない

無回答

３．災害時の助け合いについて 

 

 

 

 

【図表 災害時の自力避難の可否（年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時の自力避難の可否について、「自力で避難できる」との回答が 85.3％と最も高く、次いで

「自力では避難できないが、手助けを頼める人がいる」（8.6％）、「自力では避難できないし、手助

けを頼める人もいない」（3.8％）となっている。 

年齢別にみると、70歳以上で「自力で避難できない」人の割合が高くなっていく傾向がみられる。 

  

問 28 あなたご自身は、災害時に自力で避難できますか。ご自身だけの避難についてお答えく

ださい。【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】 
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5.0 21.5 70.9 2.6 n=2,077

(%)0 20 40 60 80 100

名称も内容も知っている
名称は聞いたことがあるが、

内容はよく知らない

名称も内容も知らない 無回答

5.3 21.6 70.1 2.9 n=2,077

(%)0 20 40 60 80 100

名称も内容も知っている
名称は聞いたことがあるが、
内容はよく知らない

名称も内容も知らない 無回答

 

 

 

 

 

【図表 避難行動要支援者避難支援制度の認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

避難行動要支援者避難支援制度の認知度について、「名称も内容も知らない」との回答が 70.1 ％

と最も高く、次いで「名称は聞いたことがあるが、内容はよく知らない」（21.6％）などの順とな

っており、認知度は低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 災害時の「福祉避難所」の認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時の「福祉避難所」の認知度について、「名称も内容も知らない」との回答が 70.9％と最も

高く、次いで「名称は聞いたことがあるが、内容はよく知らない」（21.5％）、「名称も内容も知っ

ている」（5.0％）となっており、認知度は低く 

  

問 29 あなたは、災害時に自力で避難することが難しいと思われる高齢者や障害者な 

どのための、避難行動要支援者避難支援制度について知っていますか。 

【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】 

問 30 あなたは、高齢者や障害者などの中で配慮が必要な方のための、災害時の「福祉避難所」

について知っていますか。 

【あてはまる番号を選び、１つに○を付けてください。】 
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２ 広島市社会福祉審議会条例、運営規程、委員名簿 

 

 ⑴ 広島市社会福祉審議会条例 

 

平成 12 年３月 29 日 

条例第７号 

改正 平成 12 年９月 28 日条例第 60 号 

平成 14 年３月１日条例第２号 

平成 20 年３月 28 日条例第３号 

平成 25 年３月 28 日条例第５号 

平成 26 年３月 28 日条例第８号 

平成 26 年 10 月１日条例第 50 号 

（設置等） 

第１条 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第７条第１項、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律

第 65 号）第 77 条第１項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成 18 年法律第 77 号）第 25 条の規定に基づき、広島市社会福祉審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。 

２ 審議会の組織及び運営については、社会福祉法第８条から第 12 条まで、社会福祉法施行令（昭和

33 年政令第 185 号）第２条及び第３条並びにこの条例の定めるところによる。 

    （平 25 条例５・全改、平 26 条例 50・一部改正） 

（組織） 

第２条 審議会は、委員 20 人以内をもって組織する。 

    （平 26 条例８・追加） 

（任期） 

第３条 審議会の委員の任期は、３年とし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

    （平 26 条例８・旧第２条繰下） 

（委員長の職務を行う委員） 

第４条 審議会の委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を行う。 

    （平 26 条例８・旧第３条繰下） 

（会議） 

第５条 審議会は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、委員の４分の１以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集し

なければならない。 

３ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

５ 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前２項の規定の適用につ

いては、委員とみなす。 

    （平 26 条例８・旧第４条繰下） 
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（専門分科会） 

第６条 審議会の専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。）に属すべ

き委員及び臨時委員は、委員長が指名する。 

２ 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選に

よってこれを定める。 

３ 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。 

４ 専門分科会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員又は臨時委員が、その職務を行う。 

    （平 26 条例８・旧第５条繰下） 

（民生委員審査専門分科会への準用） 

第７条 前条第２項の規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同項中

「委員及び臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。 

２ 前項において準用する前条第２項の規定により民生委員審査専門分科会に置かれる専門分科会長

については、同条第３項及び第４項の規定を準用する。この場合において、同項中「委員又は臨時委

員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。 

    （平 26 条例８・旧第６条繰下） 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、健康福祉局において処理する。 

    （平 20 条例３・一部改正、平 26 条例８・旧第７条繰下） 

（委任規定） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。 

    （平 26 条例８・旧第８条繰下） 

   附 則 

１ この条例は、平成 12 年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に審議会の委員である者の任期は、この条例の施行の日前に審議会の委員に

任命された日から起算する。 

３ この条例の施行の際現に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴

う厚生省関係政令の整備等に関する政令（平成 11 年政令第 393 号）による改正前の社会福祉審議会

令（以下「改正前の令」という。）第２条第１項の規定により指名された委員及び臨時委員である者

は第５条第１項の規定により指名された委員及び臨時委員と、改正前の令第２条第２項の規定により

互選によって定められた専門分科会長である者は第５条第２項の規定により互選によって定められ

た専門分科会長とみなす。 

 

   附 則（平成 12 年９月 28 日条例第 60 号 抄） 

 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成 14 年３月１日条例第２号） 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成 20 年３月 28 日条例第３号 抄） 
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１ この条例は、平成 20 年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 25 年３月 28 日条例第５号） 

改正 平成 26 年３月 28 日条例第８号 

１ この条例は、平成 25 年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日以後平成26年５月 19日までの間に任命される広島市社会福祉審議会の委員の

任期は、広島市社会福祉審議会条例第３条の規定にかかわらず、同日までとする。 

    （平 26 条例８・一部改正） 

   附 則（平成 26 年３月 28 日条例第８号） 

１ この条例は、平成 26 年４月１日から施行する。 

２ 広島市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例（平成 25 年広島市条例第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

    〔次のよう略〕 

   附 則（平成 26 年 10 月１日条例第 50 号） 

１ この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改

正する法律（平成 24 年法律第 66 号。以下「改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、

次項の規定は、公布の日から施行する。 

    （施行の日＝平成 27 年４月１日） 

２ 広島市社会福祉審議会は、この条例の施行の日前においても、改正法附則第９条の規定に基づき、

改正法による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成 18 年法律第 77 号）第 25 条に規定する事項について、市長の諮問に応じて、調査審議するととも

に、市長に意見を述べることができる。 
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 ⑵ 広島市社会福祉審議会運営規程 

 

 昭和５５年４月１日施行の広島市社会福祉審議会運営規程の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、広島市社会福祉審議会条例（平成１２年広島市条例第７号。以下「条例」と

いう 

第９条の規定に基づき、広島市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）の運営に関して必要

な事項を定めるものとする。 

 （副委員長） 

第２条 審議会には、委員長のほか副委員長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （専門分科会） 

第３条 審議会には、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１１条第１項、第２項及び第１２

条第２項に定める専門分科会として次に掲げるものを置く。 

 (1) 民生委員審査専門分科会 

 (2) 障害福祉専門分科会 

 (3) 児童福祉専門分科会 

 (4) 高齢福祉専門分科会 

２ 障害福祉専門分科会は、身体障害者の福祉に関する事項のほか、知的障害者及び心身障害児の

福祉に関する事項を調査審議する。 

３ 専門分科会には、専門分科会長のほか専門分科会副会長１人を置き、専門分科会に属する委員

及び臨時委員の互選によってこれを定める。 

４ 専門分科会副会長は、専門分科会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

５ 専門分科会の会議については、条例第５条に定める審議会の例による。 

６ 専門分科会長は、専門分科会に付託された事項について審議を終了したときは、その結果につ

いて、委員長に報告するものとする。 

 （部会） 

第４条 社会福祉法施行令（昭和３３年政令第１８５号。以下「令」という。）第３条第１項に定

める審査部会のほか、児童福祉専門分科会に次の各号に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に

定める事務を行う。 

(1) 入所措置等専門部会 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第６項に規定する措

置に関する調査審議等 

(2) 里親等専門部会 児童福祉法第８条第２項に規定する調査審議並びに同法第３３条の１５第

３項、第４６条第４項及び第５９条第５項、児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）第

２９条、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和３９年政令第２２４号）第１３条並びに

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第

７７号）第２１条第２項及び第２２条第２項に規定する意見具申 

(3) 教育・保育施設提供体制等検討部会 児童福祉法第３４条の１５第４項及び第３５条第６項、

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「支援法」という。）第３１条第２項、
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第４３条第３項及び第６１条第７項（特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び地域子ど

も・子育て支援事業（延長保育事業、病児・病後児保育事業及び一時預かり事業に限る。）に関

する部分に限る。）並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律第１７条第３項に規定する意見具申 

(4) 地域子ども・子育て支援事業提供体制等検討部会 支援法第６１条第７項（地域子ども・子育

て支援事業（延長保育事業、病児・病後児保育事業及び一時預かり事業を除く。）に関する部分

に限る。）に規定する意見具申 

２ 入所措置等専門部会、里親等専門部会、教育・保育施設提供体制等検討部会及び地域子ども・

子育て支援事業提供体制等検討部会に属すべき委員及び臨時委員は、児童福祉専門分科会に属す

る委員及び臨時委員のうちから、委員長が指名する。 

３ 第１項に規定する部会（以下「部会」という。）に、部会長及び副部会長各１人を置き、部会

に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。 

４ 部会長は、部会の調査審議の経過及び結果を専門分科会長に報告するものとする。 

５ 副部会長は、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （審議会の審議事項並びに専門分科会及び部会の専決事項） 

第５条 審議会の審議事項並びに令第２条第３項に掲げる民生委員審査専門分科会及び令第３条

第３項に掲げる審査部会の専決事項のほか各専門分科会及び各部会の専決事項は、別表のとおり

とする。 

 （庶務） 

第６条 審議会の庶務は、健康福祉局健康福祉・地域共生社会課において処理する。 

２ 専門分科会及び部会の庶務は、健康福祉局及びこども未来局の所管課においてそれぞれ処理す

る。 

 

    附 則 

  この規程は、審議会で定めた日から施行する。（H11.6.14 改正） 

    附 則 

  この規程は、審議会で定めた日から施行する。ただし、別表の改正規定中、身体障害者福祉法

の区分の「身体障害者福祉法第１５条の規定に基づいて指定した医師の取消しについての意見具

申」に係る部分並びに母子及び寡婦福祉法の区分に係る部分は、平成１５年４月１日から施行す

る。（H15.3.24改正） 

    附 則 

  この規程は、審議会で定めた日から施行する。（H15.11.4 改正） 

    附 則 

  この規程は、審議会で定めた日から施行する。（H17.4.28 改正） 

    附 則 

  この規程は、審議会で定めた日から施行する。（H17.11.2 改正） 

    附 則 

  この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

    附 則 
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  この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成２１年８月４日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成２５年７月２６日から施行する。 

附 則 

  この規程は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の施行の日から施行する。た

だし、第１条及び第３条第５項の改正規定、第４条第１項第２号の改正規定（「母子及び寡婦福

祉法施行令」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」に改める部分に限る。）並びに別表母

子及び寡婦福祉法の項の改正規定は、平成２６年１２月１８日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成３０年６月１５日から施行する。 
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 ⑶ 広島市社会福祉審議会委員名簿 

  
（五十音順、敬称略） 

区 分 氏    名 職   名   等 

委員 

石井 良昌 公立みつぎ総合病院整形外科医師 

烏帽子田 彰 広島大学大学院医歯薬保健学研究科教授 

落久保 裕之 一般社団法人広島市医師会常任理事 

川口 隆司 ＮＰＯ法人コミュニティリーダーひゅーるぽん理事長 

児玉 吾郎 公益財団法人広島市老人クラブ連合会会長 

佐々木 繁盛 広島市民生委員児童委員協議会会長 

正原 大嗣 弁護士（広島弁護士会所属） 

高橋 保子 広島商工会議所女性会名誉会長 

月村 佳子 広島市地域女性団体連絡協議会会長 

中尾 美恵 社会福祉法人広島市手をつなぐ育成会南区支部長 

永野 正雄 社会福祉法人広島市社会福祉協議会会長 

中原 裕子 広島市精神保健福祉家族会連合会理事 

濱田 良紀 連合広島広島地域協議会事務局長 

原田 備子 元井口明神小学校校長 

藤井 紀子 広島市福祉施設連絡協議会会長 

宮﨑 暁美 一般財団法人広島市母子寡婦福祉連合会会長 

向井 助三 公益社団法人広島市身体障害者福祉団体連合会会長 

山田 知子 比治山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科教授 

山田 春男 広島市子ども会連合会会長 

山田 浩之 広島大学大学院教育学研究科教授 

臨時委員 堀田 稔 広島文化学園短期大学保育学科特任教授 
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３ 広島市地域共生社会実現計画（広島市地域福祉計画）の検討経過 

 

  （広島市社会福祉審議会全体会議の答申後に記載します。） 
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４ 広島市地域共生社会実現計画（広島市地域福祉計画）に対する市民意見募集の実施結果 

 

  （市民意見募集の実施後に記載します。） 
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